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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

回次 第144期 第145期 第146期 第147期 第148期 
決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

(1) 連結経営指標等     

売上高 (百万円) 65,406 66,693 71,745 82,010 84,112

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △285 △1,623 3,936 6,745 4,175

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 74 △3,415 1,664 2,403 2,143

純資産額 (百万円) 41,029 36,814 39,169 40,774 45,168

総資産額 (百万円) 85,641 77,077 83,267 86,146 98,159

１株当たり純資産額 (円) 381.76 344.20 366.98 381.28 422.47

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 0.69 △31.84 15.31 21.98 19.61

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 15.29 21.93 19.55

自己資本比率 (％) 47.9 47.8 47.0 47.3 46.0

自己資本利益率 (％) 0.2 ― 4.4 6.0 5.0

株価収益率 (倍) 266.6 ― 26.1 15.7 32.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △5,964 △7,191 979 4,609 2,533

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,252 △2,667 △1,642 △2,263 △5,952

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △15 5,798 △2,005 △952 3,545

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 15,017 10,875 8,066 9,389 9,752

従業員数 
[ほか、平均臨時 
雇用者数] 

(人) 
3,318 

[247]

3,099

[267]

3,566

[292]

3,736 

[413]

3,888

[473]

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 60,024 61,334 62,702 69,491 57,633

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △967 △1,984 2,933 2,619 1,386

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 206 △3,234 2,314 1,409 1,615

資本金 (百万円) 10,252 10,252 10,252 10,252 10,252

発行済株式総数 (株) 107,832,445 107,832,445 107,832,445 107,832,445 107,832,445

純資産額 (百万円) 34,639 30,810 34,089 34,830 38,011

総資産額 (百万円) 79,261 69,242 70,829 72,603 72,961

１株当たり純資産額 (円) 322.30 288.07 319.44 325.91 355.70

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額) 

(円) 
3.00 
(―)

―
(―)

3.00
(―)

3.00 
(―)

4.00
(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 1.92 △30.15 21.50 12.97 14.90

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 21.47 12.94 14.85

自己資本比率 (％) 43.7 44.5 48.1 48.0 52.1

自己資本利益率 (％) 0.6 ― 7.1 4.1 4.4

株価収益率 (倍) 96.4 ― 18.6 26.6 42.9

配当性向 (％) 156.2 ― 13.8 22.7 26.4

従業員数 
[ほか、平均臨時 
雇用者数] 

(人) 
2,180 

[160]

1,709

[161]

1,657

[156]

1,659 

[176]

1,659

[163]



(注) １ 売上高には消費税等は含んでいません。 

２ 第145期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額、自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損

失が計上されているため、記載していません。 

  また、第144期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債の発行がなく、

期末におけるストックオプションの行使価格が株式の期中平均価格を上回るため、記載していません。 

３ 第145期から、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の算定に当たりましては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第４号)を適用しています。 

  

２ 【沿革】 

大正６年４月 資本金50万円をもって日新電機株式会社を設立。電気計器、配電盤及び付属電気機

器の製造を行う。 

昭和12年２月 京都市右京区梅津高畝町47番地の現在地に本社工場を建設。住友電気工業株式会社

と提携、ＯＦ式コンデンサの付属機器の製造を開始 

昭和20年12月 住友電気工業株式会社よりＯＦ式コンデンサの製造を引き継ぐ。 

昭和24年５月 大阪証券取引所に上場 

  同年７月 京都証券取引所(平成13年３月に大阪証券取引所に吸収合併)に上場 

昭和36年10月 東京証券取引所市場第一部に上場 

昭和38年４月 群馬県前橋市総社町に前橋製作所を新設 

昭和43年２月 株式会社立正電機製作所(油遮断器、配電盤等の製造)と合併 

昭和45年６月 電子線照射装置の製造を行う子会社として日新ハイボルテージ株式会社を設立(平成

15年10月、株式会社ＮＨＶコーポレーションに事業を移管) (現、連結子会社) 

昭和52年５月 電気設備・機器の据付及び関連工事を行う子会社として日新工事株式会社を設立 

(平成10年10月、日新テクノス株式会社と合併)(現、連結子会社) 

昭和55年８月 電気設備・機器の調整及び保守点検等を行う子会社として日新技術サービス株式会

社を設立 

(平成10年10月、日新テクノス株式会社に社名変更)(現、連結子会社) 

昭和61年７月 久世工場内にイオン機器工場を新設 

昭和62年10月 タイ国に小形コンデンサ、電機部品等の製造及び販売を行う子会社として日新電機

タイ株式会社を設立(現、連結子会社) 

平成３年10月 台湾にガスコンデンサ及びガス絶縁開閉装置の製造及び販売を行う子会社として、

日亜電機股份有限公司を設立(現、連結子会社) 

平成11年４月 イオン注入装置及びイオンドーピング装置などの製造、据付工事、調整等の業務を

日新イオン機器株式会社に移管(平成17年10月、同事業の営業権についても同社に譲

渡) (現、連結子会社) 

平成13年１月 中国に電力用コンデンサの製造及び販売を行う子会社として日新電機(無錫)電力電

容器有限公司を設立(平成16年8月、無錫日新電機有限公司と合併の上、日新電機(無

錫)有限公司に社名変更(現、連結子会社)) 

  同年９月 中国にガス絶縁開閉装置の製造及び販売を行う子会社として北京北開日新電機高圧

開関設備有限公司を設立(現、連結子会社) 

  同年12月 日新受配電システム株式会社を設立し、配電盤(特別仕様を除く)の製造等の業務を

移管(現、連結子会社) 

平成14年４月 株式会社エコトロンを設立し、シリコンカーバイド半導体デバイスの開発、製造及

び販売の業務を移管(現、連結子会社) 

中国にガス絶縁変成器の製造及び販売を行う子会社として日新(無錫)機電有限公司

を設立(現、連結子会社) 

平成17年２月 薄膜コーティングサービスを行う関連会社であった日本アイ・ティ・エフ株式会社

の株式を追加取得し、子会社化(現、連結子会社) 



３ 【事業の内容】 

当社の企業グループは、当社、子会社３０社(うち連結子会社２９社)、関連会社３社(うち持分法適用関連会社０

社)及びその他の関係会社１社により構成され、電力機器(受変電設備、調相設備及び制御システム)及びビーム・真空

応用装置の製造販売を主たる業務としています。 

  

当社の企業グループの主な事業内容と主要な構成会社の事業における位置付け等は次のとおりです。 

  

(1) 電力機器事業 

当セグメントの製品は、電力会社及び需要家において電力の受給に必要な受変電設備、電力の効率向上・品質安

定をはかる調相設備、並びに電気設備の監視・制御・保護及び情報通信関係の処理を行う制御システムです。これ

らの製品は当社が製造・販売するほか、子会社の日新受配電システム㈱は配電盤及びその部材の製造、加工及び販

売を行い、子会社の日新テクノス㈱は電気設備・機器の保守・点検、改造及び調整を行い、子会社の㈱日新システ

ムズは監視制御システム等のソフトウェアと情報通信ネットワーク製品を制作・販売しています。子会社の日新電

機商事㈱は当社製品の販売を代行しています。また、海外では子会社の日新電機タイ㈱は電力用コンデンサ、ガス

遮断器及び機械部品を製造し、当社に納入するとともにタイ及び海外市場に販売しています。子会社の日亜電機股

份有限公司は高・中圧ガス絶縁開閉装置を製造し、当社に納入するとともに台湾及び海外市場に販売しています。

子会社の日新電機(無錫)有限公司は変成器及び電力用コンデンサの製造等を行い中国市場に販売しています。子会

社の北京北開日新電機高圧開関設備有限公司は高圧ガス絶縁開閉装置を製造し、中国市場に販売しています。子会

社の日新(無錫)機電有限公司はガス絶縁変成器の製造を行い中国市場に販売しています。 

  

(2) ビーム・真空応用装置事業 

当セグメントの製品は、半導体製造装置の一種であるイオン注入装置、液晶パネル製造装置の一種であるイオン

ドーピング装置、並びに電線、化学、タイヤなど幅広い産業分野の製造工程で使用される電子線照射装置などであ

ります。子会社の日新イオン機器㈱はイオン注入装置及びイオンドーピング装置の製造・販売、据付工事等を行っ

ています。なお、同社に対して昨年10月に、半導体メーカー向けのイオン注入装置、液晶メーカー向けのイオンド

ーピング装置などに関する当社の事業の営業権を、譲渡いたしました。子会社の㈱ＮＨＶコーポレーションは電子

線照射装置の製造・販売、据付工事等を行うとともに電子線照射サービスを行っています。子会社の㈱エコトロン

はシリコンカーバイド半導体デバイスの開発を行っています。子会社の日本アイ・ティ・エフ㈱は薄膜コーティン

グサービスを行っています。 

  



事業の種類別セグメントの主な製品・サービスを示すと次のとおりです。 

  

  

事業系統図及び主な関係会社は次のとおりです。 

  

 

  

事業の種類別セグメントの名称 

主な製品・サービス 

電力機器事業 

製品分類 

受変電設備 
配電盤、変圧器、変成器、計器、継電器、遮断器、開閉
器、ガス絶縁開閉装置、太陽光発電システムなど 

調相設備 
コンデンサ設備、フィルタ設備、リアクトル、無効電力
補償装置、瞬低・停電対策装置など 

制御システム 監視制御システム、車両ナンバー読み取り装置など 

ビーム・真空応用装置事業 
イオン注入装置、イオンドーピング装置、電子線照射装
置、薄膜コーティング装置、薄膜コーティング装置サー
ビス、電子線照射サービスなど 



４ 【関係会社の状況】 

   

名称 住所 資本金又は 
出資金 主要な事業の内容

議決権の
所有(又は 
被所有) 
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社－電力機器事業) 

日新受配電シス
テム株式会社 京都市南区 

百万円

300 
  

配電盤及びその部材の製造、加
工及び販売 100.0

当社製品・部品の製造を受託しています。 
当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…兼任１名、出向３名、 

転籍１名 

日新テクノス 
株式会社 京都市南区 

百万円

260 
  

電気設備・機器の保守・点検、
改造及び調整 100.0

当社製品の保守・点検、改造及び調整を行っ
ています。 
当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…兼任１名、出向２名、 

転籍１名 

日新電機商事 
株式会社 大阪市北区 

百万円

70 
  
電気設備・機器の販売 100.0

当社製品の販売を代行しています。 
当社から資金の借入があります。 
役員の兼任等…兼任１名、出向１名、 
       転籍１名 

株式会社 
日新システムズ 京都市下京区 

百万円

30 

  

コンピュータソフトウェアの開
発、システム設計等 100.0

当社製品のコンピュータソフトウェアの制作
を受託しています。 
当社から資金の借入があります。 
役員の兼任等…兼任１名、出向２名、 
       転籍１名 

株式会社 
日新コーポレ 
ートサービス 

京都市右京区 

百万円

20 

  

経理及び情報システム業務の業
務受託等 100.0

経理及び情報システム業務の一部を受託して
います。 
当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…兼任１名、出向３名 

株式会社 
システム設計 大阪市淀川区 

百万円

12 
  

電気機器関連のシステムの設計
等 100.0

当社製品の設計を受託しています。 
役員の兼任等…出向４名 

日新エキスパー
ト株式会社 京都市右京区 

百万円

10 
  
特定専門業務の請負 100.0

役務を提供しています。 
当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…出向４名 

株式会社 
日新ビジネス 
プロモート 

京都市右京区 
百万円

10 
  
資材・図面管理等のサービス 100.0

役務を提供しています。 
当社から資金の借入があります。 
当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…兼任１名、出向１名 
       転籍２名 

日新アクアシス
テム株式会社 高知市 

百万円

10 
  

廃水処理関連事業、並びに脱
臭・空調などの大気関連事業 90.0

当社から資金の借入があります。 
役員の兼任等…出向４名 

日亜電機股份有
限公司  ※１ 

台湾 
桃園県 

百万台湾元

300 
  

ガス絶縁開閉装置の製造及び販
売 68.0

当社製品・部品の製造を受託しています。 
役員の兼任等…兼任１名、出向２名、 

転籍１名 

日新電機 
タイ株式会社 

タイ国 
パトムタニ県 

百万バーツ

160 
  

産業用部品の製造・加工の請
負、電気機器及び梱包機材の製
造及び販売、並びに薄膜コーテ
ィングサービスの請負 

97.4
当社製品・部品の製造を受託しています。 
役員の兼任等…出向１名 

日新電機(無錫)
有限公司 ※１ 

中国江蘇省 
無錫市 

百万人民元

174 
  

電力用コンデンサ、リアクトル
及びコンデンサ形計器用変圧器
の製造、販売及び保守・点検 

60.0
当社より部品を購入しています。 
役員の兼任等…兼任１名、出向３名 

日新(無錫)機電
有限公司 

中国江蘇省 
無錫市 

千USドル

8,000 
  

ガス絶縁開閉装置用の計器用変
圧器及び計器用変流器の製造及
び販売、並びに薄膜コーティン
グサービスの請負 

100.0
当社より部品を購入しています。 
役員の兼任等…出向４名 

北京北開日新電
機高圧開関設備
有限公司 

中国 
北京市 

百万人民元

35 
  

ガス絶縁開閉装置の製造及び販
売 55.0

当社より部品を購入しています。 
役員の兼任等…出向３名 

日新電機(ベト
ナム)有限会社 

※４ 

ベトナム国 
バックニン省 

千USドル

1,850 
  

産業用部品の製造・加工の請
負、電気機器の製造及び販売、
サポーティングインダストリー
事業、並びに薄膜コーティング
サービスの請負 

[70.0]
100.0 役員の兼任等…兼任１名、出向２名 

日新電機タイ販
売会社 ※3,4 

タイ国 
パトムタニ県 

百万バーツ

3 
 
電気設備・機器の販売

[16.0]
49.0 

当社製品の販売を代行しています。 
役員の兼任等…出向３名 

ＥＬＮＩＳ 
テクノロジーズ 
株式会社 

大阪市淀川区 
百万円

200 
  
(休眠会社) 100.0 ――― 



  

(注) ※１ 特定子会社に該当します。 

※２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しています。 

※３ 持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため連結子会社としたものです。 

※４ 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の[ ]内は、間接所有割合で内数表示しています。 

  

名称 住所 資本金又は 
出資金 主要な事業の内容

議決権の
所有(又は 
被所有) 
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社－ビーム・真空応用装置事業) 

日新イオン機器
株式会社 ※１ 京都市南区 

百万円

1,500 

  

半導体製造装置及び液晶パネル
製造装置の製造及び販売、据付
工事、調整、改造及び保守・点
検 

100.0
当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…兼任２名、出向１名、 
       転籍７名 

日 本 ア イ・テ
ィ・エフ 
株式会社 

京都市南区 
百万円

310 
  

各種セラミックコーティングの
受託加工 51.0

当社から資金の借入があります。 
当社から土地・建物・機械装置を賃借してい
ます。 
役員の兼任等…出向４名 

株式会社 
エコトロン 京都市右京区 

百万円

300 
  

シリコンカーバイド半導体デバ
イスの開発、製造及び販売 100.0

当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…兼任２名、出向２名 

株式会社ＮＨＶ
コーポレーショ
ン 

京都市右京区 

百万円

300 

  

電子線照射装置、高電圧電源シ
ステム、高電圧試験装置及びプ
ラズマ脱臭装置の製造及び販
売、並びに電子線照射サービス
の請負 

100.0

当社から資金の借入があります。 
当社から土地・建物を賃借しています。 
役員の兼任等…兼任２名、出向２名、 
       転籍１名 

日亜聯合離子機
器股份有限公司 

 ※４ 
台湾新竹市 

百万台湾元

100 
  

半導体製造装置のアフターサー
ビス 

[60.0]
60.0 役員の兼任等…兼任１名、出向３名 

日新高性能涂層
(東莞)有限公司 

中国広東省 
千USドル

600 
  

薄膜コーティングサービスの請
負 90.0

当社より製品を購入しています。 
役員の兼任等…出向３名 

日亜意旺机械 
(上海)有限公司 

 ※４ 
中国上海市 

百万円

130 
  

半導体製造装置のアフターサー
ビス 

[100.0]
100.0 役員の兼任等…出向２名 

ＮＨＶアメリカ
社    ※４ 

アメリカ合衆国 
マサチューセッ
ツ州 

千USドル

500 
  
電子線照射装置の製造及び販売

[100.0]
100.0 役員の兼任等…出向１名、転籍１名 

日新馳威高能電
機(上海)有限公
司    ※４ 

中国上海市 
千USドル

920 
  

電子線照射装置、高電圧試験装
置及び環境浄化装置の製造及び
販売 

[100.0]
100.0 役員の兼任等…兼任１名、出向２名 

日新イオンコリ
ア株式会社 

 ※４ 
韓国京畿道 

百万ウォン

500 
  

半導体製造装置のアフターサー
ビス 

[60.0]
60.0 

役員の兼任等…兼任１名、出向２名、 
転籍２名 

日新ハイボルテ
ージ株式会社 京都市右京区 

百万円

160 
 
(休眠会社) 100.0 ――― 

日新電機 
米国会社 

アメリカ合衆国 
ニューヨーク州 

千USドル

650 
 
(休眠会社) 100.0 ――― 

(その他の関係会社) 

住友電気工業株
式会社 ※2,4 大阪市中央区 

百万円

96,231 
  

電線ケーブル、特殊金属線、粉
末合金等の製造及び販売 

[被 0.2]
被 32.9 

当社に電線ケーブル等を販売しています。 
役員の兼任等…被出向２名、被転籍５名 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) 従業員は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。 

  

(3) 労働組合の状況 

会社との間には正常な労使関係を維持しており、特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

電力機器事業 3,315 [ 394] 

ビーム・真空応用装置事業 481 [77] 

全社(共通) 92  [2] 

合計 3,888 [ 473] 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

1,659 [ 163] 41.9 19.9 6,460



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期のわが国経済については、公共投資が引き続き減少傾向にあるものの、アジア向けを中心とした好調な輸

出、活発な民間設備投資や雇用環境改善・株価上昇による個人消費の増加などにより、緩やかな回復基調となりま

した。 

  

このような状況のもとで、当社の主要製品である静止重電機器の市場では、一般民需及び電力会社向けが増えた

一方で、官公庁向けが後退したため、全体として需要は微増となりました。一方、イオン注入装置等の半導体製造

装置関連については、シリコンサイクルの調整局面にあることや競合メーカーの台頭などにより、前期に比べ業績

は下回ったものの、高水準で推移しました。 

    

このような状況のもとで、当社グループは、顧客満足度の向上やコスト競争力の強化に努め、積極的に営業活動

を展開し、グループをあげて受注の増大に努力いたしました結果、「受注高」は前期比3.5％増加の85,684百万円と

なりました。受注高の製品分類別内訳については、電力機器は、受変電設備32,379百万円（前期比14.8％増）、調

相設備9,836百万円（同4.4％増）、制御システム18,720百万円（同1.3％増）、ビーム・真空応用装置は24,748百万

円（同7.1％減）となりました。 

  

売上高については、事業環境が厳しい状況にある中、グループをあげて努力いたしました結果、受変電設備や調

相設備が増加したことにより、前期比2.6％増加の84,112百万円となりました。 

経常損益については、企業体質の改革・強化を推進し、新製品の投入、コストダウンなど当社グループをあげて

収益向上に努めましたが、イオン注入装置の減収などにより、経常利益は4,175百万円（前期比38.1%減）となりま

した。 

特別損益については、確定拠出年金制度の導入に伴う退職給付制度の一部終了による損失679百万円を、特別損失

として計上いたしました。 

以上を踏まえ、法人税等調整額の計上などを行った結果、当期純利益は2,143百万円（前期比10.8%減）となりま

した。 

なお、当期より工事進行基準を適用する長期大型工事の対象を、従来の工期１年超かつ請負金額10億円以上か

ら、工期１年超かつ請負金額3億円以上に変更しております。この変更により、従来の方法に比べ、売上高は2,131

百万円増加、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は398百万円増加しています。 

  



事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

電力機器事業セグメントの売上高は、前期比7.7％増加の59,556百万円となりました。受変電設備では、官公庁向

けが減少したものの、電力会社向け、一般民需及び海外（アジア地区）向けが増加しました。調相設備では、一般

民需及び海外（アジア地区）向けが増加しました。制御システムでは、一般民需は増加したものの、官公庁向けの

水処理設備及び道路設備などが減少しました。 

営業損益は、コスト削減、経費削減に努力した結果、3,063百万円の営業利益（前期比10.2％増）となりました。

  

受注高は、前期比8.6％増加の60,936百万円となりました。受変電設備の増加は、官公庁向けが減少したものの、

電力会社向け、一般民需及び海外（アジア地区）向けが増えたことによるものであり、調相設備の増加は、海外

（アジア地区）向けなどが増えたことによるものであります。また、制御システムの増加は、一般民需が増えたこ

とによるものであります。 

  

ビーム・真空応用装置事業セグメントの売上高は、前期比8.0％減少の24,555百万円となりました。海外向けのイ

オン注入装置が減少したことによるものです。 

営業損益は、売上高の減により前期比48.0％減少の2,752百万円となりました。 

  

受注高は前期比7.1％減少の24,748百万円となりました。国内向けのイオン注入装置が減少したことによるもので

す。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

日本セグメントの売上高は、前期比1.1％減少の71,375百万円となりました。主にイオン注入装置の売上が減少し

たことによるものです。 

営業損益は、前期比41.0％減の3,646百万円となりました。 

  

アジアセグメントの売上高は、前期比28.0％増加の12,484百万円となりました。主に中国の子会社で現地生産が

拡大し、売上が増加したことによるものです。 

営業損益は、売上高の増加により前期比19.7％増の2,222百万円となりました。 

  

 (注) １ セグメントの業績の中の売上高は「外部顧客に対する売上高」で、「セグメント間の内部売上高又は振替

高」は含みません。 

 ２ 上記金額には消費税等は含みません。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前期比で減少したことに加え、債権債務の増

減額等の運転資金も大きくマイナスとなり、黒字ながら前期比では2,075百万円の収入減となっています。 

また、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましても、主に国内でのイオン機器工場、および中国での電力

機器工場の設備投資、並びに投資有価証券の取得などにより、5,952百万円のマイナスと前年同期比では3,689百万

円の支出増となりました。 

これらのマイナスを、財務活動によるキャッシュ・フロー3,545百万円のプラスと、長短の借入金で賄いました。

これらの結果、現金及び現金同等物は、前期末に比べ362百万円増加し9,752百万円となりました。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

(注) 金額は販売価額によります。但し消費税等は含みません。 

  

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

(注) 上記金額には消費税等は含みません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高

電力機器事業 

製品分類 金額(百万円) 前年同期比(％) 

受変電設備 34,901 127.9

調相設備 16,303 132.8

制御システム 10,512 59.6

小計 61,718 107.9

ビーム・真空応用装置事業 22,749 82.8

合計 84,467 99.8

事業の種類別セグメントの名称 受注高

電力機器事業 

製品分類 金額(百万円) 前年同期比(％) 

受変電設備 32,379 114.8

調相設備 9,836 104.4

制御システム 18,720 101.3

小計 60,936 108.6

ビーム・真空応用装置事業 24,748 92.9

合計 85,684 103.5

受注残高 48,044 103.4



(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

(注) 上記金額には消費税等は含みません。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

  

今後のわが国経済については、民間設備投資の堅調な推移が見込まれるものの、公共投資は低水準が続き、競争激

化や原油・素材の高騰などの不安定な要因もあり、当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しいものと思わ

れます。 

当社グループとしましては、このような状況を十分に認識し、これまで業績改善に向けグループをあげて懸命に取

り組んできました諸対策（企業体質の強化、業務効率化の推進、受注増大対策の実施、コストダウンなど）について

は、引き続き一層の活動強化を図っていきます。 

当社は、この度、企業理念の見直しを行いました。新しい企業理念は、「ミッション」と「行動理念」の２つから

構成され、前者は人と環境にやさしい永続的な社会の実現のために、独創的な技術を生み出し、社会と産業の基盤を

支える“人と技術の未来をひらく”を基本とし、後者は「お客様からの信頼」、「株主からの信頼」、「社会からの

信頼」、「パートナーからの信頼」及び「社員相互の信頼」という『５つの信頼』の実現を基本としております。 

それらを踏まえ、「持続的に成長する企業」を目指し、当社グループの中長期計画『ビジョン２０１０』を策定し

ています。 

その実現に向けて、ラストワン・オンリーワンの事業を持つ一層、存在感のある企業を目指し、コンプライアンス

を徹底し、企業価値の増大に努めると共に、収益力の向上を追求します。 

  

重点活動の内容は次のとおりです。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高

電力機器事業 

製品分類 金額(百万円) 前年同期比(％) 

受変電設備 30,821 110.3

調相設備 11,004 116.8

制御システム 17,731 98.9

小計 59,556 107.7

ビーム・真空応用装置事業 24,555 92.0

合計 84,112 102.6



(1) 企業体質の強化 

当社は、「チャレンジ」、「スピード」、「自己責任」のキーワードのもとに、人材の育成と活用、ＩＴの戦略

的活用及びコンプライアンスの徹底を進めていきます。 

人材育成については、各組織の中での人材育成を促進・支援する「人材開発委員会」、次世代のリーダー育成を

目的とする「スーパー日新塾」と「日新塾」、基礎的な能力向上を図る「日新テクノカレッジ」などの教育投資を

進めています。さらに、「女性活躍支援チーム」を発足させ、今後の多様な人材育成・活用を視野に、職場環境の

一層の充実を図っています。 

ＩＴ活用については、段階的に進めてきた当社の基幹システムの更新を平成１８年度に完了します。今後は、グ

ループ経営としての基幹システム整備を進めていきます。 

コンプライアンスについては、旧 新東京国際空港公団の受変電設備工事の入札に関し、昨年12月に当社社員1名

が略式命令による処分を受けた件を、深く反省し、本年1月に「企業倫理委員会」を「コンプライアンス委員会」に

改組したうえ、一層の取り組み強化を図っています。また、本年5月に内部統制に係る基本方針を取締役会にて決議

し、全社的な取り組みとして強化・徹底していきます。 

  

(2) 基盤事業の強化 

技術・製品を根本から見直して、基盤事業の競争力強化を推進しています。 

「コンパクト化の日新」のコンセプトのもと、世界最小クラスの66/77kV級および22kVのガス絶縁開閉装置を中心

に、受変電機器の大幅な縮小化やシリーズ化を進めています。また、落雷などによる瞬時電圧低下から工場機器を

保護する瞬低対策装置や、電気二重層コンデンサの開発など、パワークオリティ製品の取り組みを進めています。 

  

メンテナンス・サービス事業の強化のため、サービスグループ会社の統合・再編をさらに進めていきます。 

今後もさらに新製品とサービスを一層充実させ、ソリューション（問題解決策）をお客様に提案していきます。 

なお、競争力の強化が図りにくい一部の事業・製品については、国内生産からの撤退を含めた選択と集中によ

り、体質の強化を図ります。 

  

(3) グローバルな事業展開 

当社グループはタイ、台湾及び中国に生産拠点を保有し、グローバルな事業展開を進めています。特に電力需要

の伸びが著しい中国では、無錫と北京において、コンデンサ、計器用変成器及びガス絶縁開閉装置を製造・販売

し、増加する需要に対応するため、相次ぎ工場を新設・増設し、順調に業容を拡大しています。また、新たにベト

ナムにも、昨年10月に生産拠点を設けました。 

今後、海外事業展開について、これらを当社グループの主要な生産・開発拠点と位置付け、国内事業強化を支援

すると共に、競争力の優位性を活かして、わが国や中国、東南アジアなどの市場において、一層、積極的な事業展

開を目指します。 

  



(4) 新事業分野の開拓と育成 

先ず、半導体製造装置等の事業を行う子会社の「日新イオン機器株式会社」については、中電流イオン注入装置

では国内トップシェアであり、さらに、国際的にも確固たる地位を確立するため、次世代装置の開発に注力してい

ます。その一つとして、独立行政法人科学技術振興機構による委託事業である「デカボランイオンビーム発生装

置」の開発を完了しており、この技術を応用した最先端半導体デバイスの量産化装置の開発を進めていきます。 

電子線照射装置等の事業を行う子会社の「株式会社ＮＨＶコーポレーション」は世界トップシェアを背景に、照

射サービスの拡充、新用途開発、中国展開など事業の拡大を目指していきます。 

薄膜コーティング事業では、子会社の「日本アイ・ティ・エフ株式会社」において国内でのサービス拠点を拡大

すると共に、中国、タイなどに当社の海外拠点を増設し、受託サービス事業を拡大していきます。 

また、情報通信関連の子会社である「株式会社日新システムズ」については、ソフトウェア事業の拡大・発展を

目指し、開発力の強化とその基礎となる教育体制の整備・強化に取り組み、企業体質の向上に成果を上げてきてお

り、引き続きその取り組みに注力していきます。 

さらに、デバイス事業についても、SiC（シリコンカーバイド）関連の子会社である「株式会社エコトロン」など

を通じて、引き続き注力すると共に、研究開発投資の選択と集中により、新規事業の拡大を図っていきます。 

  

当社グループをあげて、以上の企業活動を推進し、日新電機グル－プ全体の業績と企業価値、ブランド価値の向

上に向けて邁進する所存であります。 

株主の皆様には、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。 

  

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループの事業及び財務等の状況に影響を及ぼす可能性のある項目には、国内外の金融・経済の状況、需要家

における設備投資の動向、主要市場における競争状況の変化、新事業、研究開発及び他社との提携等の成否など多岐

にわたりますが、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項には、以下のようなものが

あります。 

  

(1) 中国市場の動向について 

当社グループは、中国での合弁又は独資会社による現地生産・現地販売事業の拡大、中国向け輸出の増加など中

国市場への依存度が上昇傾向にあります。このため中国での急激な社会・経済変動、景気変動、為替変動等が生じ

た場合、当社グループの業績に相当の影響を及ぼす可能性があります。(平成18年3月期に占める中国向けの売上高

の割合 約11.2％) 

  

(2) 半導体市場の動向について 

当社グループのビーム・真空応用装置事業セグメントの主力製品であるイオン注入装置の販売は、半導体製造業

の設備投資動向に大きく左右されます。このため半導体市場の動向が当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可

能性があります。(平成18年3月期に占めるイオン注入装置の売上高の割合 約22％) 

  

(3) 原材料価格の動向について 

当社グループでは、原材料の仕入価格上昇によるコストアップや需給逼迫により生産への影響を受けることがあ

ります。これに対して、重要資材について政策的な在庫の確保、仕入先の分散化などを実施しておりますが、これ

らの対策を超えた急激な原材料価格の高騰や原材料供給の悪化により、当社の生産やコストに重大な影響を及ぼす

可能性があります。 

  

(4) 人材育成について 

当社グループでは、従業員のうち特定の年代層への技術依存度が高いため、早期の技術継承が必須の課題となっ

ております。そのため、各組織の中での人材育成を促進・支援する「人材開発委員会」、次世代のリーダー育成を

目的とする「スーパー日新塾」と「日新塾」、基礎的な能力向上をはかる「テクノカレッジ」などの教育投資を進

めています。 

しかしながら、それらが計画通りに進まなかった場合、長期的視点から当社グループの業績に大きな影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

(5) 環境問題について 

当社グループでは生産活動においてさまざまな化学物質を使用しており、将来的に環境および化学物質等に関連

する法的規制等の変更により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお当社は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」に基づき、当社にて保管中の（Ｐ

ＣＢポリ塩化ビフェニル）廃棄物（ＰＣＢ油、ＰＣＢ油を使用したコンデンサ、トランス等）について平成17年３

月期の当社決算において、処理費用の見積額に対し環境安全対策引当金を設定いたしました。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 技術導入契約 

(注) ※１ 上記契約に基づくロイヤルティは、当該製品の売上高の0.5％程度です。 

※２ 上記契約に基づくロイヤルティは、当該製品の売上高の1.5％程度です。 

※３ 上記ロイヤルティは、日新イオン機器株式会社が実負担しています。 

  

  

(2) 技術供与契約 

該当事項はありません。 

契約会社名 相手先の名称 契約品目及び内容 契約年月 期間 

日新電機株式会社 
(当社) 
※１、３ 

(米国) 
Ibis Technology 
Corporation 

イオン注入装置
(特許実施権の導入) 

平成６年６月 19年 

日新電機株式会社 
(当社) 
※２ 

(米国) 
General Electric 
Company 

超音波溶接技術
(特許実施権の導入) 

平成17年４月 ６年 



６ 【研究開発活動】 

当社グループは、電力流通システム電力機器のほか、ビーム・真空応用装置などの次世代装置に重点を置いて研究開発を進めてい

ます。電力機器分野では、特に電力品質に関する事業に注力して製品開発を進めました。また、ビーム・真空応用装置事業では、半

導体や液晶ディスプレイの製造装置として次世代製品の研究を進めると共に、新世代半導体の研究にも注力しています。 

当連結会計年度の研究開発費は売上高の4.6%にあたる3,862百万円で、その事業の種類別セグメントの金額は、電力機器事業1,632

百万円、ビーム・真空応用装置事業1,027百万円、全社1,203百万円です。主な成果は次のとおりです。 

(1) 電力機器事業 

① 特別高圧用分散型電源向け単独運転検出装置 

当社独自技術である次数間高調波注入方式を適用した分散型電源向けの単独運転検出装置に関して、新たに特別高圧用を開

発して製品化しました。 

② 電気二重層コンデンサ 

瞬時電圧低下対策装置の補償電力エネルギー源として、従来品より長寿命特性を有する電気二重層コンデンサを開発しまし

た。 

(2) ビーム・真空応用装置事業 

 真空アークイオンプレーティング法による硬質ＤＬＣ膜形成 

高硬度で優れた耐摩耗性を持つＤＬＣ膜を開発するとともに、様々な用途開発のための独自の特性評価方法を確立しまし

た。 

(3) 全社（新事業等） 

① カーボンナノ材料 

当社独自の合成技法を用いたカーボンナノウォールの合成に成功しました。 

② 低温ポリシリコン薄膜材料 

高結晶性を有する大面積シリコン材料を開発し、新たなプラズマ技術を付加する事により、半導体基板材料となるナノシリ

コン薄膜材料の合成に成功しました。 

③ 次世代半導体デバイスの実用化検証 

ＳｉＣパワー半導体に関してサンプル出荷に向けた製造技術を開発しました。また従来技術に対して幾つかの差別化機能を

有する薄液エピタキシャル成長技術（ＬＰＥ）の実用化に向けて結晶成長炉を導入しました。 



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態の分析 

当連結会計年度の財政状態は、増収減益となったことで、総資産額、自己資本額とも増加しましたが、自己資本

比率は前連結会計年度に比べ1.3％ポイント減少の46.0％、流動比率は前連結会計年度に比べ17.4％ポイント減少の

163.0％となりました。 

  

当連結会計年度における流動資産の残高は、前連結会計年度より9.0％増加し、67,623百万円となりました。受取

手形及び売掛金の増加は、海外子会社での売上が増加したこと、及び半導体製造装置の売上高が第4四半期に集中し

たことによるものです。また、たな卸資産の増加は、翌連結会計年度の前半に納期が到来する案件の増加によるも

のです。 

当連結会計年度における固定資産の残高は、前連結会計年度より26.8％増加し、30,536百万円となりました。有

形固定資産の増加は、半導体製造装置の滋賀事業所・プラズマ技術開発センターの建設及び中国の無錫市における

受変電設備と調相設備の生産工場の建設によるものです。無形固定資産の増加は、業務基幹システムの刷新による

ものです。また、投資その他の資産では、投資有価証券が上場株式の株価上昇などにより大幅に増加しました。一

方で繰越欠損金に係る繰延税金資産が、課税所得の発生により減少し、前払年金費用が退職給付制度のポイント制

移行により退職一時金から年金へＰＢＯが振り替わったことにより、減少しました。 

当連結会計年度における流動負債の残高は、前連結会計年度より20.6％増加し、41,477百万円となりました。支

払手形及び買掛金の増加は、当社で下期の操業が増加したこと、半導体製造装置の売上高が第4四半期に集中したこ

となどによるものです。短期借入金の増加は、上で述べました半導体製造装置及び中国の無錫市における生産工場

の建設による借入金増加によるものです。 

当連結会計年度における固定負債の残高は、前連結会計年度より3.6％減少し8,732百万円となりました。主な要

因は退職給付引当金の減少によるものです。 

当連結会計年度における少数株主持分の残高は、前連結会計年度より45.2％増加し、2,780百万円となりました。

主な要因は子会社の当期利益によるものです。 

当連結会計年度における資本の残高は、前連結会計年度より10.8％増加し、45,168百万円となりました。利益剰

余金の増加は、当期純利益の計上によるものです。その他有価証券評価差額金の増加は、上場株式の株価上昇など

によるものです。為替換算調整勘定は、当連結会計年度中に円安に動いたため換算差益が発生したものです。自己

株式の増加は、第142期～第145期定時株主総会で承認されたストックオプションの一部につき行使が行われ、

359,000株を82百万円で売却した一方で、市場から350,000株を147百万円で購入したことなどによるものです。 

  

(2) 経営成績の分析 

当連結会計年度の経営成績は、受注高、売上高ともに増加したものの、高採算の半導体製造装置がシリコンサイ

クルの調整局面に入り減収となったことから、営業損益、経常損益、当期純損益ともに減益となりました。この結

果、営業利益率は5.1％（前連結会計年度は8.3％）、総資本経常利益率（ＲＯＡ）は4.5％（前連結会計年度は

8.0％）、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）は5.0％（前連結会計年度は6.0％）となりました。 



売上高は、前連結会計年度より2.6％増加し、84,112百万円となりました。海外向けの半導体製造装置で減少しま

したが、海外向けの受変電設備や国内向けの調相設備が増加しました。この結果、所在地別セグメントとしてアジ

アの売上高は28.0％増加し12,484百万円となりました。また、海外売上高割合は前連結会計年度に比べ、2.2％ポイ

ント減少し24.4％となりました。 

売上原価の金額は、前年連結会計年度に比べ5.1％増加し62,403百万円となりました。売上原価率は、前連結会計

年度より1.8％ポイント上昇し、74.2％となりました。これは、半導体製造装置の売上減及び競争激化による利益率

の低下などによるものです。 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度より10.2％増加し、17,451百万円となりました。中国での事業展開に

よる増加要素のほか、当社で人件費圧縮の一部解除などを行ったことによるものです。 

以上の結果、営業損益は、前連結会計年度より2,549百万円悪化し、4,257百万円の利益となりました。 

  

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は、前連結会計年度より32.4％増加し、82百万円の費用となりまし

た。固定資産廃却損の増加、支払利息の増加などによるものです。 

この結果、経常損益は、前連結会計年度より2,569百万円悪化し4,175百万円の利益となりました。 

  

特別利益から特別損失を差し引いた純額は、前連結会計年度より64.9％減少し、679百万円の損失となりました。

特別利益は無く、特別損失として、確定拠出年金制度の導入に伴う退職給付制度の一部終了による損失679百万円が

ありました。 

この結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度より1,312百万円悪化し、3,496百万円となりました。 

また、法人税等、少数株主利益を差し引いた当期純利益は、前連結会計年度より259百万円悪化し、2,143百万円

となりました。 

なお、当期より工事進行基準を適用する長期大型工事の対象を、従来の工期１年超かつ請負金額10億円以上か

ら、工期１年超かつ請負金額3億円以上に変更しております。この変更により、従来の方法に比べ、売上高は2,131

百万円増加、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は398百万円増加しています。 

  

なお、事業別の分析は、第２［事業の状況］１［業績等の概要］(1)業績の項目をご参照ください。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社及び連結子会社は、当連結会計年度において合理化、更新、新製品、増産目的を中心に総額5,542 百万円

（注）の投資を行いました。 

電力機器事業においては、中国の無錫市における受変電設備と調相設備の生産工場の建設などに対し、 2,651百万

円の投資を行いました。ビーム・真空応用装置事業においては、半導体製造設備関連の滋賀事業所及びプラズマ技術

開発センターなどに 2,821百万円の投資を行いました。また、全社セグメントにおいては 69百万円の投資を行いまし

た。なお、所要資金は自己資金及び借入金によっています。 

(注) 有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用の受入ベース数値です。消費税等は含みません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社及び連結子会社における主要な設備は、以下のとおりです。 

(1) 提出会社 

  

  

(2) 国内子会社 

  

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 
帳簿価額(百万円) 従業

員数 
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具 土地 その他 合計 

本社工場 
(京都市右京区) 
※６,10 

電力機器、 
全社 

受変電・調相設備及
び制御システム生産
設備 

2,716 979
1,231

92,066㎡
[1,006㎡]

544 5,472 1,003
[108]

前橋製作所 
(前橋市総社町) 電力機器 受変電設備生産設備 1,235 352

150
186,682㎡

183 1,922 336
[26]

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 
帳簿価額(百万円) 従業

員数 
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具 土地 その他 合計 

日新受配電 
システム㈱ 
本社工場 
(京都市南区) 
※７ 

電力機器 受変電設備生産設備 9
(187)

85
(134)

―
(68)

(2,495㎡)
[6,036㎡]

7
(―)

102 
(391)

69
[21]

日新イオン機器㈱ 
本社工場 
(京都市南区) 
※８ 

ビーム・ 
真空応用装置 

イオン注入装置及び
イオンドーピング装
置生産設備 

107
(324)

668
(5)

―
(28)

(2,696㎡)

81
(―)

857 
(358)

132
[6]

日新イオン機器㈱ 
滋賀事業所 
(滋賀県甲賀市)  

ビーム・ 
真空応用装置 

イオン注入装置及び
イオンドーピング装
置生産設備 

1,197 419
―

[53,513㎡]
31 1,648 29

[－]

㈱ＮＨＶ 
コーポレーション 
本社工場 
(京都市右京区) 
※６ 

ビーム・ 
真空応用装置 

電子線照射装置等生
産設備 

53
(58)

145
(1)

―
(6)

(2,611㎡)

29
(0)

228 
(66)

88
[4]



(3) 在外子会社 

  

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品並びに建設仮勘定の合計です。 

２ 上記金額には消費税等は含みません。 

３ 現在、本社及び前橋製作所の一部建物(簿価 517百万円)が休止中でありますが、この他に現在休止中の主要な設備はあり

ません。なお、この休止に伴う生産能力への重要な影響はありません。 

４ 土地の( )は連結会社からの、[ ]は連結会社以外からの賃借面積を外書きしています。 

５ 従業員数の[ ]は、平均臨時雇用者数を外書きしています。 

※６ 提出会社の本社工場のうち㈱ＮＨＶコーポレーションに貸与する設備に( )を付けています。数値は提出会社欄の内数

で、子会社欄では外数であります。そのほか提出会社は次の設備を関連会社及び外注先に貸与しています。 

    建物及び構築物 191百万円、機械装置及び運搬具 9百万円、土地 171百万円(3,175㎡)、その他 3百万円 

※７ 提出会社の九条工場(土地の簿価 79百万円、面積2,873㎡)のうち日新受配電システム㈱に貸与する設備に( )を付けて外

書きしています。 

※８ 提出会社の久世工場(土地の簿価 131百万円、面積12,331㎡)のうち日新イオン機器㈱に貸与する設備に( )を付けて外書

きしています。そのほか提出会社は次の設備を連結子会社及び関連会社に貸与しています。 

    建物及び構築物 96百万円、機械装置及び運搬具 0百万円、土地 22百万円(2,085㎡)、その他 0百万円 

※９ 土地の帳簿価額は土地使用権を示しています。 

※10 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりです。 

   (提出会社) 

  

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 
帳簿価額(百万円) 従業

員数 
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具 土地 その他 合計 

日亜電機股份 
有限公司 
(台湾、桃園県) 

電力機器 受変電設備生産設備 284 150
225

14,330㎡
22 682 70

[4]

日新電機タイ㈱ 
(タイ、 
パトムタニ県) 

電力機器 受変電・調相設備生
産設備 215 219

44
32,256㎡

57 537 477
[17]

日新電機(無錫) 
有限公司 
(中国、江蘇省) 
※９ 

電力機器 受変電・調相設備生
産設備 744 766

204
173,856㎡
[1,807㎡]

575 2,291 594
[10]

日新(無錫)機電 
有限公司 
(中国、江蘇省) 
※９ 

電力機器 受変電設備生産設備 550 406
48

43,323㎡
17 1,023 62

[3]

北京北開日新電機高
圧開関設備有限公司 
(中国、北京市) 
※９ 

電力機器 受変電設備生産設備 168 62
93

8,000㎡
52 377 138

[13]

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 台数 リース期間
年間リース料 
(百万円) 

リース契約 
残高(百万円) 

本社工場 
(京都市右京区) 電力機器、全社 

基幹データサー
バ １式 平成21.９終了 7 49

サーバテープ装
置 １式 平成21.９終了 2 16



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社及び連結子会社の当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は、44億円で

あり、うち電力機器事業に27億円、ビーム・真空応用装置事業に14億円、全社に3億円であります。重要な設備の新

設、拡充、改修等の計画は次のとおりであります。なお除却、売却について特記すべき事項はありません。 

  

(1) 提出会社 

  

  

(2) 国内子会社 

  

  

(3) 在外子会社 

  

(注)※１ 主に合理化、更新あるいは研究開発目的であり増加能力に影響はありません。 

※２ 前連結会計年度に計画した重要な設備の新設・除却等のうち、当連結会計年度に計画を変更したものです。 

３ 上記金額には消費税等は含みません。 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定額(百万円)

資金調達方法

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 

総額 既支払額 着手 完了 

本社工場 
(京都市右京区) 

電力機器、全
社 電力試験設備 448 － 自己資金 平成17.７ 平成19.８ ※１ 

※２ 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定額(百万円)

資金調達方法

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 

総額 既支払額 着手 完了 

日本アイ・ティ・エフ
㈱ 前橋工場 
(前橋市総社町) 

ビーム・ 
真空応用装置 

産業用部品コ
ーティング設
備 
(第2期工事) 

420 －
自己資金及び
借入金 平成18.４ 平成19.３ 生産能力

75％増加 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定額(百万円)

資金調達方法

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 

総額 既支払額 着手 完了 

日新電機(無錫) 
有限公司 
(中国、江蘇省) 

電力機器 
調相設備生産
設備 
(第2期工事) 

690 249 自己資金 平成16.８ 平成18.７ 
生産能力
70％増加 
※２ 

    
関係会社等へ
の貸与工場建
屋 

333 40 自己資金 平成17.10 平成18.７ 無し 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる旨、定款に定めています。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 431,329,000

計 431,329,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 107,832,445 同左

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 107,832,445 同左 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

  

定時株主総会の 
決議日 

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

平成14年６月27日 

新株予約権の数(個) 40 36

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 40,000 36,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 179 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日
至 平成20年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

平成15年６月27日 

新株予約権の数(個) 109 96

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 109,000 96,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 188 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月１日
至 平成21年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

平成16年６月25日 

新株予約権の数(個) 311 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 311,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 391 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日
至 平成22年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 

平成17年６月28日 

新株予約権の数(個) 321 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 321,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 376 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日
至 平成23年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額(円) 

― 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は当社取締役会の承認を
要するものとする。 

同左 



(注) 新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に付与対象者の地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、行使期間

終了日を超えることはできない)に限り、新株予約権を行使することができます。また、行使期間開始日までに当該地位を喪

失した場合は、行使期間開始日から１年間に限り、新株予約権を行使することができます。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 新株引受権付社債の権利行使による増加です。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 自己株式 1,040,616株は、「個人その他」に 1,040単元、「単元未満株式の状況」に 616株含めております。なお、自己株

式 1,040,616株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実保有株式数は、1,038,616株です。証券保管振替機構名義の株

式 2,000株は「その他の法人」に2単元含めています。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

自 平成５年４月１日 
至 平成６年３月31日 

455,374 107,832,445 218 10,252 218 6,633

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 45 30 81 76 1 6,085 6,318 ―

所有株式数 
(単元) 

― 32,293 406 42,456 10,831 10 21,546 107,542 290,445

所有株式数 
の割合(％) 

― 30.03 0.38 39.48 10.07 0.01 20.03 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

  

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

住友電気工業株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 34,791 32.26

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 7,919 7.34

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 6,623 6.14

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目６番16号 4,565 4.23

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 3,090 2.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(住友信託銀行再信託分・株式
会社ダイヘン退職給付信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,874 2.67

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(信託口) 

東京都千代田区丸の内一丁目４番
５号 

2,240 2.08

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 2,236 2.07

ゴールドマン・サックス・インターナ
ショナル 
(常任代理人 ゴールドマン・サックス
証券会社 東京支店) 

133  FLEET  STREET  LONDON  EC4A 
2BB、UNITED KINGDOM 
(東京都港区六本木六丁目10番1号) 

1,569 1.46

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 1,117 1.04

モルガン・スタンレー・アンド・カン
パニー・インターナショナルリミテッ
ド 
(常任代理人 モルガン・スタンレー証
券会社 東京支店証券管理本部オペレ
ーション部門)  

25 CABOT SQARE,CANARY WHARF,
LONDON E144QA ENGLAND 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20-3) 

1,069 0.99

計 68,093 63.15



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 2,000株(議決権2個)含まれています。「単

元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式が 616株含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

(注) 日新電機株式会社が自己名義で所有するもののうち、 9,000株(議決権 9個)は旧商法第210条ノ２(ストックオプション制度)

の規定により取得した自己株式であり、 985,000株(議決権 985個)は旧商法第210条の規定により取得した自己株式でありま

す。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 1,038,000

― ― 
  

(相互保有株式) 
普通株式 11,000

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

106,493,000 
106,493 ― 

単元未満株式 普通株式 290,445 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 107,832,445 ― ― 

総株主の議決権 ― 106,493 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
日新電機株式会社 

京都市右京区梅津高畝町47
番地 

1,038,000 ― 1,038,000 0.96

(相互保有株式) 
株式会社オーランド 

京都府長岡京市天神四丁目
15番12号 

11,000 ― 11,000 0.01

計 ― 1,049,000 ― 1,049,000 0.97



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

 (第143期定時株主総会決議) 

当該制度は旧商法第210条ノ２の規定に基づき、当社が自己株式を買い付ける方法により、平成13年６月28日開

催の当社第143期定時株主総会終結時に在任する取締役17名及び平成13年７月１日に在籍する理事９名に対して付

与することを平成13年６月28日の定時株主総会において決議されたものです。 
  

(注１) 株式の分割、並びに時価を下回る価額での新株の発行(株式に転換しうる証券の発行、及び新株を引き受ける権利を付与さ
れた証券の発行を含む)を行う場合は、次の算式により譲渡価額を調整し、その調整により生じる１円未満の端数は切り上
げる。 

(注２)①権利を付与された者が、上記の権利行使期間中に当社取締役又は理事の地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、平
成19年６月30日を超えることはできない)に限り、付与された権利を行使することができる。また、平成15年６月30日まで
に当該地位を喪失した場合は、平成15年７月１日から１年間に限り、付与された権利を行使することができる。 

   ②権利の相続、譲渡、質入その他の権利の処分は認めない。 

  

付与対象者 株式の種類 株式数 譲渡価額 権利行使期間 
権利行使に
ついての条件

取締役17名 普通株式 
133,000株を上限とする。
(各取締役6,000株から15,000株ま
での範囲) 214円(注１)

自 平成15年７月１日 
至 平成19年６月30日 

(注２) 

理事９名 普通株式 
27,000株を上限とする。
(一律3,000株) 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額 

調整後譲渡価額 ＝ 調整前譲渡価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数 



(第144期定時株主総会決議) 

当該制度は旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を無償発行する方法により

割当てることを決議し、平成14年６月27日の定時株主総会において決議されたものです。 

  

(注１) 新株予約権１個当たりの払込価額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの払込価額(以下、払込価

額という)に、新株予約権１個(1,000株)の株式数を乗じた金額とする。 

    なお、次のとおり払込価額の調整を行う。 

   ①当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げ

る。 

   ②当社が時価を下回る価額での新株発行又は自己株式処分(いずれも新株予約権の行使の場合を除く)を行う場合は、次の算

式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

    なお、上記算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合は、上記の、「新規発行株式数」の部分を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

   ③当社が合併又は株式分割を行う場合など、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社

分割の条件などを勘案したうえ合理的な範囲内で払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

(注２)①新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に上記「付与対象者の区分及び人数」に定める①から③までのいずれ

かの地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、平成20年６月30日を超えることはできない)に限り、新株予約権を行

使することができる。また、平成16年６月30日までに当該地位を喪失した場合は、平成16年７月１日から１年間に限り、

新株予約権を行使することができる。 

   ②新株予約権の相続、譲渡、質入その他の権利の処分は認めない。 

  

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数 

①平成14年６月27日開催の当社第144期定時株主総会終結時に在任する
取締役13名 
②日本国内に本店を有する当社子会社の取締役に在任する者(人数は定
めない) 
③当社従業員のうち、理事職、プロフェッショナルマネージャー職又は
プロフェッショナルスペシャリスト職に在籍する者(人数は定めない) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 246,000株を上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 179円(注１)

新株予約権の行使期間 自 平成16年７月１日 至 平成20年６月30日

新株予約権の行使の条件 (注２) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１ 

分割(又は併合)の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(第145期定時株主総会決議) 

当該制度は旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を無償発行する方法により

割当てることを決議し、平成15年６月27日の定時株主総会において決議されたものです。 

  

(注１) 新株予約権１個当たりの払込価額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの払込価額(以下、払込価

額という)に、新株予約権１個(1,000株)の株式数を乗じた金額とする。 

    なお、次のとおり払込価額の調整を行う。 

   ①当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り

上げる。 

   ②当社が時価を下回る価額での新株発行又は自己株式処分(いずれも新株予約権の行使の場合を除く)を行う場合は、次の算

式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

    なお、上記算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合は、上記の、「新規発行株式数」の部分を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

   ③当社が合併又は株式分割を行う場合など、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社

分割の条件などを勘案したうえ合理的な範囲内で払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

(注２)①新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に上記「付与対象者の区分及び人数」に定める①から③までのいずれ

かの地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、平成21年６月30日を超えることはできない)に限り、新株予約権を行

使することができる。また、平成17年６月30日までに当該地位を喪失した場合は、平成17年７月１日から１年間に限り、

新株予約権を行使することができる。 

   ②新株予約権の相続、譲渡、質入その他の権利の処分は認めない。 

  

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数 

①平成15年６月27日開催の当社第145期定時株主総会終結時に在任する
取締役11名 
②日本国内に本店を有する当社子会社の取締役に在任する者(人数は定
めない) 
③当社従業員のうち、理事職、部門長又はプロフェッショナル職に在籍
する者(人数は定めない) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 256,000株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 188円(注１)

新株予約権の行使期間 自 平成17年７月１日 至 平成21年６月30日

新株予約権の行使の条件 (注２) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１ 

分割(又は併合)の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(第146期定時株主総会決議) 

当該制度は旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を無償発行する方法により

割当てることを決議し、平成16年６月25日の定時株主総会において決議されたものです。 

  

(注１) 新株予約権１個当たりの払込価額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの払込価額(以下、払込価

額という)に、新株予約権１個(1,000株)の株式数を乗じた金額とする。 

    なお、次のとおり払込価額の調整を行う。 

   ①当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り

上げる。 

   ②当社が時価を下回る価額での新株発行又は自己株式処分(いずれも新株予約権の行使の場合を除く)を行う場合は、次の算

式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

    なお、上記算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合は、上記の、「新規発行株式数」の部分を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

   ③当社が合併又は株式分割を行う場合など、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社

分割の条件などを勘案したうえ合理的な範囲内で払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

(注２)①新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に上記「付与対象者の区分及び人数」に定める①から④までのいずれ

かの地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、平成22年６月30日を超えることはできない)に限り、新株予約権を行

使することができる。また、平成18年６月30日までに当該地位を喪失した場合は、平成18年７月１日から１年間に限り、

新株予約権を行使することができる。 

   ②新株予約権の相続、譲渡、質入その他の権利の処分は認めない。 

  

決議年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数 

①平成16年６月25日開催の当社第146期定時株主総会終結時に在任する
取締役8名 
②当社の執行役員に在任する者8名(取締役兼務の執行役員3名を含む) 
③日本国内に本店を有する当社子会社の取締役に在任する者(人数は定
めない) 
④当社従業員のうち、常任理事職、理事職、支配人職、事業本部長職、
事業本部の副本部長職若しくは支配人職、部門長職、又は事業部門の
副部門長職に在籍する者(人数は定めない) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 350,000株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 391円(注１)

新株予約権の行使期間 自 平成18年７月１日 至 平成22年６月30日

新株予約権の行使の条件 (注２) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１ 

分割(又は併合)の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(第147期定時株主総会決議) 

当該制度は旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を無償発行する方法により

割当てることを決議し、平成17年６月28日の定時株主総会において決議されたものです。 

  

(注１) 新株予約権１個当たりの払込価額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの払込価額(以下、払込価

額という)に、新株予約権１個(1,000株)の株式数を乗じた金額とする。 

    なお、次のとおり払込価額の調整を行う。 

   ①当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り

上げる。 

   ②当社が時価を下回る価額での新株発行又は自己株式処分(いずれも新株予約権の行使の場合を除く)を行う場合は、次の算

式により払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

    なお、上記算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合は、上記の、「新規発行株式数」の部分を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

   ③当社が合併又は株式分割を行う場合など、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社

分割の条件などを勘案したうえ合理的な範囲内で払込価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

(注２)①新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に上記「付与対象者の区分及び人数」に定める①から④までのいずれ

かの地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、平成23年６月30日を超えることはできない)に限り、新株予約権を行

使することができる。また、平成19年６月30日までに当該地位を喪失した場合は、平成19年７月１日から１年間に限り、

新株予約権を行使することができる。 

   ②新株予約権の相続、譲渡、質入その他の権利の処分は認めない。 

  

決議年月日 平成17年６月28日

付与対象者の区分及び人数 

①平成17年６月28日開催の当社第147期定時株主総会終結時に在任する
取締役8名 
②当社の執行役員に在任する者11名(取締役兼務の執行役員4名を含む) 
③日本国内に本店を有する当社子会社の取締役に在任する者(人数は定
めない) 
④当社従業員のうち、常任理事職、理事職、支配人職、事業本部長職、
事業本部の副本部長職若しくは支配人職、部門長職、又は事業部門の
副部門長職に在籍する者(人数は定めない) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 350,000株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 376円(注１)

新株予約権の行使期間 自 平成19年７月１日 至 平成23年６月30日

新株予約権の行使の条件 (注２) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１ 

分割(又は併合)の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後の払込価額 ＝ 調整前の払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(第148期定時株主総会決議) 

①取締役分 

当該制度は会社法第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、新株予約権を無償発行する方法により割当て

ることを決議し、平成18年６月28日の定時株主総会において決議されたものです。 

  

(注１) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１

株当たりの払込金額(以下、行使価額という)に、新株予約権にかかる付与株式数を乗じた金額とする。 

    行使価額は、「新株予約権を割り当てる日(以下、割当日という)の属する月の前月各日(取引の成立しない日を除く)の東

京証券取引所における当社株式普通取引の終値」の平均値に1.05を乗じた価額(１円未満の端数が生じた場合は切り上げ

る)、又は「新株予約権の割当日における東京証券取引所での当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先

立つ直近日の終値)」のいずれか高い金額とする。 

    なお、次のとおり行使価額の調整を行う。 

   ①割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。 

   ②また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分(いずれも新株予約権

の行使の場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

    なお、上記算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、上記の「新規発行株式数」の部分を「処分する自己株式数」に

読み替える。 

   ③上記のほか、割当日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、取締役会の決議により、合理的な範囲内で払込価額

を調整する。 

(注２)①新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に取締役の地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、新株予約権

の発行日の翌日から２年を経過した日から４年を超えることはできない)に限り、新株予約権を行使することができる。ま

た、新株予約権の発行日から２年を経過する日までに当該地位を喪失した場合は、新株予約権の発行日の翌日から２年を

経過した日から１年間に限り、新株予約権を行使することができる。 

   ②新株予約権の相続、譲渡、質入その他の権利の処分は認めない。 

  

決議年月日 平成18年６月28日

付与対象者の区分及び人数 
平成18年６月28日開催の当社第148期定時株主総会終結時に在任する取
締役9名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 100,000株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 (注１) 

新株予約権の行使期間 新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日から４年以内とする 

新株予約権の行使の条件 (注２) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割(又は併合)の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



②従業員分 

当該制度は会社法第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を無償発行する方法により割当てることを

決議し、平成18年６月28日の定時株主総会において決議されたものです。 

  

(注１) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１

株当たりの払込金額(以下、行使価額という)に、新株予約権にかかる付与株式数を乗じた金額とする。 

    行使価額は、「新株予約権を割り当てる日(以下、割当日という)の属する月の前月各日(取引の成立しない日を除く)の東

京証券取引所における当社株式普通取引の終値」の平均値に1.05を乗じた価額(１円未満の端数が生じた場合は切り上げ

る)、又は「新株予約権の割当日における東京証券取引所での当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先

立つ直近日の終値)」のいずれか高い金額とする。 

    なお、次のとおり行使価額の調整を行う。 

   ①割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。 

   ②また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分(いずれも新株予約権

の行使の場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 

    なお、上記算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、上記の「新規発行株式数」の部分を「処分する自己株式数」に

読み替える。 

   ③上記のほか、割当日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、取締役会の決議により、合理的な範囲内で払込価額

を調整する。 

(注２)①新株予約権の割当を受けた者が、上記の行使期間中に上記「付与対象者の区分及び人数」に定める①から③までのいずれ

かの地位を失った場合は、その喪失後１年間(但し、新株予約権の発行日の翌日から２年を経過した日から４年を超えるこ

とはできない)に限り、新株予約権を行使することができる。また、新株予約権の発行日から２年を経過する日までに当該

地位を喪失した場合は、新株予約権の発行日の翌日から２年を経過した日から１年間に限り、新株予約権を行使すること

ができる。 

   ②新株予約権の相続、譲渡、質入その他の権利の処分は認めない。 

決議年月日 平成18年６月28日

付与対象者の区分及び人数 

①当社の執行役員に在任する者8名(取締役兼務の執行役員5名を含まな
い) 
②日本国内に本店を有する当社子会社の取締役に在任する者(人数は定
めない) 
③当社従業員のうち、常任理事職、理事職、支配人職、事業本部長職、
事業本部の副本部長職若しくは支配人職、部門長職、又は事業部門の
副部門長職に在籍する者(人数は定めない) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 270,000株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 (注１) 

新株予約権の行使期間 新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日から４年以内とする 

新株予約権の行使の条件 (注２) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割(又は併合)の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 
  

  
イ 【定時総会決議による買受けの状況】 

該当事項はありません。 

  

ロ 【子会社からの買受けの状況】 

該当事項はありません。 

  

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】 

平成18年６月28日現在 

(注) １ 価額の総額には、取得に係る手数料を含んでいません。 

２ 授権株式数の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は、0.32％です。 

  

  

ニ 【取得自己株式の処理状況】 

平成18年６月28日現在 

  

ホ 【自己株式の保有状況】 

平成18年６月28日現在 

(注)  保有自己株式数には、平成18年６月１日から前決議期間末までの新株予約権(旧商法210条ノ２の規定に基づき、当社が自己

株式を買い付ける方法により付与したストックオプションの権利行使を含む)により処分された株式は含まれていません。 

  

【株式の種類】 普通株式 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会での決議状況 
(平成17年６月28日決議) 

350,000 175,000,000

前決議期間における取得自己株式 350,000 147,446,000

残存授権株式の総数及び価額の総額 ― 27,554,000

未行使割合(％) ― 15.7

区分 処分、消却又は移転株式数(株) 処分価額の総額(円) 

新株発行に関する手続きを準用する処 
分を行った取得自己株式 

― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る取得 
自己株式の移転 

― ― 

計 ― ― 

区分 株式数(株) 

保有自己株式数 977,000



② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は配当性向、業績見通し、内部留保の水準等を総合的に判断して株主各位に配当を行っていきたいと考えてい

ます。 

当期の利益配当金につきましては、半導体関連子会社や海外子会社が業績に寄与するようになったことから、上記

の利益配分に関する基本方針に基づき、1株当り4円とさせていただきたく存じます。 

内部留保につきましては、経営体質の強化及び将来の事業展開に備えることとし、株主資本利益率の向上を図って

いく所存です。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものを示しています。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものを示しています。 

回次 第144期 第145期 第146期 第147期 第148期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 280 220 406 446 748

最低(円) 133 115 123 262 300

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 502 590 625 748 720 657

最低(円) 434 461 571 560 560 553



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
会長   位 髙 光 司 昭和14・11・３

昭和63年７月 住友電気工業株式会社電力複合シ

ステム開発部長 

95

平成４年１月 同社支配人、産業電線事業部長 
平成４年６月 同社取締役

平成８年６月 同社常務取締役

平成11年６月 当社専務取締役

平成11年11月 代表取締役副社長

平成12年６月 代表取締役社長

平成18年６月 代表取締役会長(現)

代表取締役 
社長   天 野 嘉 一 昭和20・７・22

平成８年６月 住友電気工業株式会社通信事業部

長 

40
平成11年６月 同社取締役、通信事業部長 
平成16年６月 同社常務取締役

平成17年６月 当社代表取締役専務取締役 

平成18年６月 代表取締役社長(現)

代表取締役 
専務取締役 専務執行役員 西 野   勲 昭和15・７・14

平成５年１月 住友電気工業株式会社電力エンジ

ニアリング事業部長 

18

平成13年10月 当社理事

平成14年６月 顧問、日新ハイボルテージ株式会

社代表取締役社長  
平成15年５月 顧問、株式会社ＮＨＶコーポレー

ション代表取締役社長(現) 
平成16年６月 常務取締役

平成17年６月 代表取締役専務取締役(現) 
 (専務執行役員委嘱) (現) 

代表取締役 
専務取締役   堤     繁 昭和18・10・20

昭和63年７月 住友電気工業株式会社東京経理部

次長 

40

平成２年１月 同社資材部長

平成６年２月 当社経営企画部主管

平成６年６月 経理部長

平成10年６月 取締役

平成13年６月 常務取締役

平成16年６月 代表取締役専務取締役(現) 

代表取締役 
専務取締役 

専務執行役員 
  

産業・電力 
システム 
事業本部長 

菊 地   彬 昭和19・９・26

平成８年４月 住友電気工業株式会社電力エンジ

ニアリング事業部長 

22

平成13年10月 当社理事、支配人、電力機器事業

部長 

平成14年６月 取締役 

平成16年５月 (産業・電力システム事業本部長

委嘱) (現) 

平成16年６月 常務取締役 

平成18年６月 代表取締役専務取締役(現) 

  (専務執行役員委嘱) (現) 

常務取締役   岡 部 充 良 昭和18・２・27

昭和42年４月 当社入社

49

平成３年６月 中部支社長

平成６年２月 総務部長

平成10年６月 取締役

平成14年６月 常務取締役(現)

常務取締役 

常務執行役員 
  

グローバル 
事業本部長 

  
機能性薄膜 
事業本部長 

宮 﨑 俊 博 昭和23・４・３

平成10年10月 住友電気工業株式会社電力事業部

長 

55

平成12年７月 当社理事、技術開発センター長 
平成13年６月 取締役

平成15年６月 常務取締役(現)

平成16年５月 (グローバル事業本部長委嘱) 

(現) 
平成16年６月 (常務執行役員委嘱) (現) 
平成17年11月 (機能性薄膜事業本部長委嘱) 

(現) 



  

(注) １ 監査役の一栁肇及び森田衞は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

２ 当社は、法令又は定款に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項及び会社法施行規

則第96条に定める社外監査役の補欠監査役1名を選出しております。その略歴は以下のとおりです。 

(注) 補欠監査役中田哲雄は、社外監査役の要件を満たしております。 

３ 当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は、前記の専務執行役員２名及び常務執行役員３名の他、

更田朝雄、高橋照行、原拓司、中野健吉、小林司、中堀知、石田和正、緒方潔の８名、計１３名です。 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

常務取締役 

常務執行役員 
  

環境事業 
本部長 

郷 古 良 則 昭和22・１・１

昭和45年４月 当社入社

15

平成13年11月 コンポーネント事業本部システム
機器事業部長 

平成15年６月 取締役
平成16年６月 執行役員
平成17年６月 常務取締役(現)

 (常務執行役員委嘱) (現) 
平成18年４月 (環境事業本部長委嘱) (現) 

常務取締役 
常務執行役員 

  
総務人事部長 

上 田 政 行 昭和23・６・17

昭和47年４月 当社入社

10

平成10年６月 業務部長

平成15年６月 総務人事部長(現)

平成15年10月 日新エキスパート株式会社代表取
締役社長 (現) 

平成16年６月 執行役員
平成18年６月 常務取締役(現)

 (常務執行役員委嘱) (現) 

監査役 
(常勤)   今 井   政 昭和19・２・22

昭和43年４月 当社入社

31
平成12年５月 システム事業部副事業部長 
平成12年７月 理事、システム事業部副事業部長 
平成13年６月 取締役
平成16年６月 監査役(常勤)(現)

監査役 
(常勤)   藤 川 栄 一 昭和23・５・17

昭和46年４月 当社入社

12
平成９年２月 関西支社電力営業部長
平成12年５月 中部支社長
平成15年10月 経営監査室長
平成17年６月 監査役(常勤)(現)

監査役   一 栁   肇 昭和16・１・14

昭和63年１月 住友電気工業株式会社研究開発本
部大阪研究所次長 

―

平成元年６月 同社特許部長
平成４年１月 同社知的財産部長
平成８年６月 アドバンストマテリアル株式会社

代表取締役社長 
平成11年３月 住友スリーエム株式会社代表取締

役社長 
平成15年６月 住友電気工業株式会社監査役(常

勤) 
平成16年６月
平成17年６月 

当社監査役(現)
住友電気工業株式会社顧問(現) 

監査役   森 田   衞 昭和19・11・27

平成４年６月 大蔵省(現財務省)関東信越国税局
長 

―

平成８年６月 人事院公平局長
平成９年６月 人事院任用局長
平成11年６月 国家公務員共済組合連合会専務理

事 
平成15年６月 独立行政法人日本万国博覧会記念

機構理事長 
平成17年10月
平成18年６月 

株式会社福寿園副社長 (現) 
当社監査役(現) 

計 387

氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株) 

中 田 哲 雄 昭和16・11・６ 

平成２年６月 通商産業省(現経済産業省)近畿通商産業局長

― 

平成４年６月 防衛庁装備局長
平成６年７月 中小企業庁長官
平成７年７月 日本輸出入銀行(現国際協力銀行)理事
平成９年７月 財団法人産業研究所所長、理事
平成10年７月 日本貿易振興会(現独立行政法人日本貿易振興機構)理事
平成16年４月 同志社大学大学院ビジネス研究科教授(現)



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

    当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題と位置付け、その方針や考え方については、平成

１７年１１月に、企業理念として「人と技術の未来をひらく――人と環境にやさしい永続的な社会の実現を目

指し、独創的な技術を生み出し、社会と産業の基盤を支える」をミッションとし、「お客様・株主・社会・パ

ートナー及び社員相互の５つの信頼の実現を行動の原点に、会社と社員の成長を目指す」を行動理念として、

その実現に向けて企業価値の増大に努めることとしています。 

コーポレート・ガバナンス上の経営機構として当社は、執行役員制度と社外監査役制度を導入した上で監査

役会設置会社の体制を採っており、一層効率的かつ的確な経営判断や業務執行を図るべく引き続き検討を進め

ます。その体制のもと、公正な事業活動を行うために、法令や企業倫理の違反行為が発生しないよう、コンプ

ライアンス、リスク管理などを含め、内部統制システムの整備を図ると共に、透明性を一層向上させるべく、

情報開示の面で、経営等に関する重要事実を、より迅速・適切に開示することに努めます。 

  

１.企業統治に関する事項 

(1) 会社の機関の内容 

  当社は株式会社として、会社法（平成１８年５月１日施行）に基づき、機関として従来どおり、取締役、取締

役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しており、監査役会設置会社の方式を採っています。 

取締役会の経営方針決定機能や業務執行への監督機能と、業務執行自体の機能を基本的に分化させ、各機能の

強化やスピード・機動性アップを図るため、平成１６年６月に取締役を減員したうえ「執行役員制度」を導入

し、現在に至っています。 

旧商法や会社法における監査役の機能強化の流れの中、現在、監査役４名の内の２名を社外監査役とする体制

を採っており、取締役会における社外監査役との活発な議論など、同機能が適切に果たされていると考えていま

す。 

また、監査役が取締役、執行役員、部門長、グループ会社等からヒアリングを行う機会を適宜確保するなど、

監査の実効性を向上させる体制の整備を図っています。 

さらに、改正商法施行に伴い、平成１８年６月より社外監査役を監査役の半数以上とすることが義務付けら

れ、万一の社外監査役欠員に備え、第１４７期定時株主総会（平成１７年６月２８日開催）決議に基づき補欠監

査役を１名選任しており、その任期１年が終了する第１４８期定時株主総会（平成１８年６月２８日開催）にお

いても、その選任を決議し社外監査役の補欠監査役が就任しています。 

以上を踏まえ、第１４８期定時株主総会及びその後の取締役会の決議に基づき、取締役９名（内、代表取締役

が５名）、執行役員１３名（内２名は専務取締役が兼任、３名は常務取締役が兼任）、監査役４名（常勤の監査

役２名と社外監査役２名）の経営・業務執行の機構・体制としています。 

  



(2) 内部統制システムの整備の状況 

当社では、会社法に基づき、取締役会が業務執行状況を監視・監督し、また、監査役の監査を受けておりま

す。また、内部監査部門として「経営監査室」を設置しており、「同室」がコンプライアンス（法令や企業倫理

の遵守）や社内ルールの遵守状況などの内部監査を実施しています。 

  

内部統制システムについては、平成１８年５月１２日開催の取締役会決議に基づき「内部統制システム構築に

関する基本方針」を決定したうえ、平成１８年１月に発足させた「内部統制改革チーム」を中心として具体的な

施策につき検討・実施しています。 

  

また、コンプライアンスに関し、旧 新東京国際空港公団発注の受変電設備工事の入札に関し、平成１７年１

２月１５日に、当社社員１名が競売入札妨害を行ったとして、略式命令による処分を受けた件を厳粛に受け止

め、深く反省し、再発防止を徹底するためコンプライアンス体制を強化すべく、次の対策などを実施しました。

  

①平成１７年１２月から平成１８年１月にかけて、社長名によるコンプライアンス徹底に関する文書を、取締

役、執行役員及び部門長あて発信し、各部門内における再点検や違反の再発防止などを指示したうえ、社長

自ら、本社・支社等を巡回し、再発防止の徹底につき厳命しました。 

②平成１８年１月から同年３月にかけて、法務部門により、全国の３支社・６支店を含む関係事業所におい

て、入札談合等防止の法令概要の解説とコンプライアンス徹底依頼を行う研修会を実施しました。 

③平成１８年１月に、「企業倫理委員会」（平成９年１２月設置）を「コンプライアンス委員会」に改称した

うえ、監査役（常勤）の参画などメンバーを拡充しました。 

  

上記②の年に１回の定期的開催を始め、今後とも、不祥事の再発防止を徹底するため、コンプライアンス体

制・施策の一層の強化・拡充を図っていきます。 

  

なお、次の施策などは従来どおり継続しています。 

①「企業倫理ヘルプラインデスク」の常設・運営 

②社内報への企業倫理関連記事の掲載による啓発 

③「情報セキュリティ委員会」活動（「個人情報管理施策」に引続き「企業機密管理施策」） 

  

 (3) リスク管理体制の整備の状況 

当社では、リスク管理に関する社内規程を定め、「リスク管理委員会」（平成１３年５月設置）の統括のも

と、リスク管理及び緊急事態対応につき対策を推進しています。具体的には、リスク別に主管部門を定め、同部

門がリスク毎の「緊急事態対応マニュアル」を整備したうえ、日常のリスク管理を行うと共に、万一の緊急事態

時は「緊急対策本部」（各主管部門の所管役員が本部長）を設置し迅速・適正に対応するシステムを構築してい

ます。 

また、経営及び事業がその特性や周辺環境などにより内包するリスクの分析・管理を行い、安定した経営基盤

の確立や収益の確保に努めていく所存であります。 

  



(4) 役員報酬の内容 

役員報酬については、当社が第１４８期（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）において取締

役全員（延べ１０名）に支払った報酬総額は２７３百万円です。［その報酬総額には、使用人兼務取締役の使用

人給与分（賞与含む）を含んでいます。］ 

また、第１４８期の監査役全員（延べ５名）への報酬総額は３７百万円です。 

なお、役員退職慰労金(上記の報酬には不含)については、平成１７年６月２８日開催の 

第１４７期定時株主総会終結時をもって、その支給制度を廃止しました。業績・成果への責任を一層、明確化す

る報酬体系とするため、在任年数に応じた年功的要素が強い役員退職慰労金の制度を廃止したものです。 

  

(5) 監査報酬の内容 

当社が第１４８期において当社の会計監査人の「あずさ監査法人」に支払うべき報酬等の金額は、次のとおり

です。 

  

  

２． 内部監査及び監査役監査の内容並びに会計監査の相互連携 

当社では、常勤の監査役２名と内部監査部門の経営監査室<前記１(２)中に記載の内部統制システム構築推進メン

バーを含め計６名。内１名は兼務>は相互に連携を取りながら、法令や全社的ルールの遵守などのコンプライアンス

状況、内部統制システムを含む内部統制管理体制の整備・運用・改善状況、その他各部門・グループ各社の業務執行

状況などに関し、監査を実施すると共に、会計監査人が実施する事業所往査及び子会社往査に立会い、会計監査の内

容を確認しています。 

また、常勤の監査役２名は、経営監査室の年間監査計画や監査方法等について報告を受け、日常の内部監査結果

について随時意見交換を実施し、情報や経営課題などの共有化を高めています。 

さらに、監査役会（４名）と経営監査室は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画や監査結果について、そ

の内容を聴取・確認しています。 

なお、コンプライアンス、リスク管理などにおいて、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会などは、経営

監査室と共に、監査役と連携のうえ、各部門等における状況をモニタリングし、問題点があれば是正する体制として

います。 

  

３. 社外監査役との利害関係 

社外監査役内２名の内の１名は、平成１７年６月２９日付けで住友電気工業株式会社の顧問に就任し、現在に至っ

ており、同社は当社株式総数の約３２％を保有し、当社が同社から電線ケーブルを購入するなどの取引等の関係が有

ります。 

  

a. 当社が支払うべき合計額 ： ２５百万円 

b. その内、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項

の業務（監査証明業務）の対価として支払うべき金額 

： ２５百万円 

c. aのうちb以外の業務に基づく報酬額 ： な し   
  



４. 業務を執行した公認会計士の氏名など 

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び監査業務にかかる補助者の構成は次のとおりです。 

  

(1) 業務執行社員の氏名 

杉本宏之 

砂畑昌宏 

  

(2) 所属する監査法人名 

あずさ監査法人 

  

(3) 補助者の構成 

補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には公認会計士及び会計士補を主たる構成員と

し、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。 

  

  

以    上 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 以下に記載している当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年

大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

なお、前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書

きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しています。 

  

(2) 以下に記載している当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

なお、前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書きに

より、改正前の財務諸表等規則を適用しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度及び前事業年度並びに当連結会計年度及び当事業

年度の連結財務諸表及び財務諸表についてあずさ監査法人による監査を受けています。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  9,889 10,005  

２ 受取手形及び売掛金  30,440 32,421  

３ たな卸資産  17,919 21,339  

４ 繰延税金資産  2,249 2,131  

５ その他  1,584 1,742  

６ 貸倒引当金  △27 △17  

流動資産合計  62,056 72.0 67,623 68.9

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産     

１ 建物及び構築物 ※５ 19,757 22,276    

減価償却累計額 △12,948 6,809 △13,398 8,878  

２ 機械装置及び運搬具 20,141 21,924    

減価償却累計額 △15,661 4,479 △16,470 5,454  

３ 工具器具及び備品 7,827 7,588    

減価償却累計額 △6,701 1,125 △6,417 1,170  

４ 土地  2,091 2,115  

５ 建設仮勘定  1,118 1,045  

 有形固定資産合計  15,625 18.1 18,664 19.0

(2) 無形固定資産  1,461 1.7 1,753 1.8

(3) 投資その他の資産     

１ 投資有価証券 ※1,2  3,439 8,108  

２ 繰延税金資産  1,556 ―  

３ その他  2,282 2,266  

４ 貸倒引当金  △275 △257  

 投資その他の資産合計  7,003 8.2 10,118 10.3

固定資産合計  24,090 28.0 30,536 31.1

資産合計  86,146 100.0 98,159 100.0

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  17,329 19,757  

２ 短期借入金 ※８  4,612 8,650  

３ 未払費用  5,419 5,227  

４ 未払法人税等  863 509  

５ 前受金  4,404 5,344  

６ その他  1,767 1,988  

流動負債合計  34,396 40.0 41,477 42.3

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  366 756  

２ 退職給付引当金  6,305 5,565  

３ 役員退職慰労引当金  169 31  

４ 繰延税金負債  18 15  

５ 環境安全対策引当金  2,200 2,200  

６ その他  ― 163  

固定負債合計  9,059 10.5 8,732 8.9

負債合計  43,456 50.5 50,210 51.2

(少数株主持分)     

少数株主持分  1,915 2.2 2,780 2.8

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※６  10,252 11.9 10,252 10.4

Ⅱ 資本剰余金  6,636 7.7 6,633 6.8

Ⅲ 利益剰余金  23,679 27.5 25,441 25.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,005 1.1 2,993 3.1

Ⅴ 為替換算調整勘定  △610 △0.7 106 0.1

Ⅵ 自己株式 ※７  △188 △0.2 △258 △0.3

資本合計  40,774 47.3 45,168 46.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 86,146 100.0 98,159 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  82,010 100.0 84,112 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  59,368 72.4 62,403 74.2

売上総利益  22,641 27.6 21,709 25.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  15,834 19.3 17,451 20.7

営業利益  6,807 8.3 4,257 5.1

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 17 27    

２ 受取配当金 45 59    

３ 設備貸与料 99 48    

４ 為替差益 ― 93    

５ その他 157 319 0.4 212 441 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 126 156    

２ 固定資産廃却損 ※３ 59 131    

３ 休止固定資産償却費 40 ―    

４ 為替差損 4 ―    

５ その他 150 381 0.5 235 523 0.6

経常利益  6,745 8.2 4,175 5.0

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益 1,000 1,000 1.2 ― ― ―

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産廃却損 ※４ 337 ―    

２ 特別退職金 15 ―    

３ 環境安全対策引当金 
  繰入額 

2,200 ―    

４ 子会社事業整理損 ※５ 138 ―    

５ 投資有価証券評価損 246 ―    

６ 退職給付制度 
一部終了による損失 

― 2,937 3.5 679 679 0.8

税金等調整前当期純利益  4,808 5.9 3,496 4.2

法人税、住民税 
及び事業税 

997 1,089    

法人税等調整額 898 1,895 2.3 △370 718 0.9

少数株主利益  509 0.7 633 0.8

当期純利益  2,403 2.9 2,143 2.5

      



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 6,634 6,636

Ⅱ 資本剰余金増加高  

自己株式処分差益 2 2 ―

Ⅲ 資本剰余金減少高  

自己株式処分差損 ― 2 2

Ⅳ 資本剰余金期末残高 6,636 6,633

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 21,627 23,679

Ⅱ 利益剰余金増加高  

当期純利益 2,403 2,403 2,143 2,143

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 自己株式処分差損 ― 4  

２ 配当金 319 320  

３ 取締役賞与 30 350 57 382

Ⅳ 利益剰余金期末残高 23,679 25,441

   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益  4,808 3,496 
減価償却費  1,716 2,042 
貸倒引当金の減少額  △0 △28 
退職給付引当金の減少額  △421 △632 
長期未払金の増加額  ― 158 
環境安全対策引当金繰入額  2,200 ― 
退職給付制度一部終了による損失  ― 679 
特別退職金  15 ― 
役員退職慰労引当金の増加(△減少)額  29 △137 
持分法による投資利益  △0 ― 
受取利息及び配当金  △62 △87 
支払利息  126 156 
投資有価証券評価損  246 ― 
投資有価証券売却益  △1,000 ― 
子会社事業整理損  138 ― 
固定資産廃却損  396 131 
売上債権の増加額  △209 △1,469 
たな卸資産の増加額  △1,075 △2,860 
仕入債務の増加(△減少)額  △1,797 2,004 
未払消費税等の減少額  △24 △130 
未払費用の増加(△減少)額  558 △244 
前受金の増加額  163 790 
その他  477 89 
小計  6,284 3,956 
利息及び配当金の受取額  62 87 
利息の支払額  △126 △156 
特別退職金の支払額  △35 ― 
法人税等の支払額  △1,575 △1,353 
営業活動によるキャッシュ・フロー  4,609 2,533 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出  △923 △724 
定期預金の払戻による収入  597 1,015 
投資有価証券の取得による支出  ― △1,298 
投資有価証券の売却による収入  1,354 ― 
有形固定資産の取得による支出  △2,832 △4,449 
無形固定資産の取得による支出  △442 △534 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式 
の取得による収入 

 20 ― 

その他  △36 38 
投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,263 △5,952 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増加(△減少)額  △724 3,065 
長期借入による収入  ― 2,042 
長期借入金の返済による支出  ― △980 
少数株主への配当金の支払額  ― △191 
少数株主からの払込による収入  128 ― 
配当金の支払額  △319 △320 

自己株式の取得・売却による純収入 
(△支出) 

 28 △77 

その他  △65 8 
財務活動によるキャッシュ・フロー  △952 3,545 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △71 236 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,323 362 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  8,066 9,389 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  9,389 9,752 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
 主要な連結子会社名は「第１ 企業
の概況 ４ 関係会社の状況」に記載
しているため、省略しました。当社関
連会社（持分法適用会社）であった日
本アイ・ティ・エフ㈱は、当連結会計
年度に株式を追加して取得することに
より、同社に対する持株比率を45.0%
から51.0%に増加し、連結の範囲に含
めました。無錫日新電機有限公司は、
当連結会計年度に日新電機(無錫)電力
電容器有限公司を存続会社として合併
したことにより、連結の範囲から除き
ました。(合併後の社名：日新電機(無
錫)有限公司) 
 非連結子会社(テクノパワー㈱)につ
いては、小規模であり、総資産、売上
高、当期純損益(持分に見合う額)及び
利益剰余金(持分に見合う額)等は、い
ずれも連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしていないため連結の範囲から除い
ています。 

連結子会社の数 26社 
 主要な連結子会社名は「第１ 企業
の概況 ４ 関係会社の状況」に記載
しているため、省略しました。日新ア
クアシステム㈱、日新馳威高能電機
(上海)有限公司、日新電機ベトナム有
限会社、及び日新高性能涂層(東莞)有
限公司は、当連結会計年度に新規に設
立したことにより、連結の範囲に含め
ました。日新電機欧州会社は、当連結
会計年度に清算結了したことにより、
連結の範囲から除きました。 
 非連結子会社(テクノパワー㈱)につ
いては、小規模であり、総資産、売上
高、当期純損益(持分に見合う額)及び
利益剰余金(持分に見合う額)等は、い
ずれも連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしていないため連結の範囲から除い
ています。 

連結子会社の数  29社 

２ 持分法の適用に関する事
項  当社関連会社（持分法適用会社）で

あった日本アイ・ティ・エフ㈱は、当
連結会計年度に株式を追加して取得す
ることにより、同社に対する持株比率
を45.0%から51.0%に増加し、持分法の
範囲から除きました。 
 持分法を適用していない関連会社
(㈱オーランド、京都精工電機㈱、㈱
エイチ・エム・アイ)及び非連結子会
社の合計の純損益及び利益剰余金等
は、いずれも少額であり連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしていないため、
持分法を適用していません。 

持分法適用の関連会社数 ０社 
 持分法を適用していない関連会社
(㈱オーランド、京都精工電機㈱、㈱
エイチ・エム・アイ)及び非連結子会
社の合計の純損益及び利益剰余金等
は、いずれも少額であり連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしていないため、
持分法を適用していません。 

持分法適用の関連会社数 ０社 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

連結子会社のうち、 
 日亜電機股份有限公司 
 日新電機タイ株式会社 
 日新電機(無錫)有限公司 
 日新(無錫)機電有限公司 
 北京北開日新電機 
       高圧開関設備有限公司 
ほか在外子会社７社の決算日は12月31
日であります。連結財務諸表の作成に
あたっては同日現在の財務諸表を使用
し、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を
行っています。 

連結子会社のうち、 
 日亜電機股份有限公司 
 日新電機タイ株式会社 
 日新電機(無錫)有限公司 
 日新(無錫)機電有限公司 
 北京北開日新電機 
       高圧開関設備有限公司 
ほか在外子会社9社の決算日は12月31
日であります。連結財務諸表の作成に
あたっては同日現在の財務諸表を使用
し、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を
行っています。 

４ 会計処理基準に関する事
項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方
法 

 ① 有価証券 
――― 

  
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
   …決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本
直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定) 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方
法 

 ① 有価証券 
  満期保有目的の債権 
   償却原価法(定額法) 
その他有価証券 

   時価のあるもの 
同左 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

     時価のないもの 

   …移動平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 

   ② たな卸資産 

   製品・仕掛品は主として個別法

に基づく原価法、材料・貯蔵品は

主として総平均法に基づく原価法

を採用しています。 

 ② たな卸資産 

同左 

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子会社は、建

物(建物附属設備を含む。)につい

ては定額法、建物以外の有形固定

資産につきましては定率法を採用

しています。また、耐用年数及び

残存価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっ

ています。なお、在外連結子会社

は、当該国の会計基準に基づく定

額法を採用しています。 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

   ② 無形固定資産 

   当社及び国内連結子会社は、定

額法を採用しています。また、耐

用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によって

います。 

   なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっ

ています。 

 ② 無形固定資産 

同左 

  (ハ)重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   当社及び国内連結子会社は、債

権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しています。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

   ② 退職給付引当金 

   当社及び国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しています。 

   過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(３年)による

按分額を計上しています。 

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(15年)に

よる按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理すること

としています。 

 ② 退職給付引当金 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   ③ 役員退職慰労引当金 

   当社及び国内連結子会社は、役

員に対する退職金支給に充てるた

め、内規に基づく退職慰労金の期

末要支給額を計上しています。 

 ③ 役員退職慰労引当金 

   国内連結子会社１社は、役員に

対する退職金支給に充てるため、

内規に基づく退職慰労金の期末要

支給額を計上しています。 

 ④ 環境安全対策引当金 

   当社は、保管するPCB廃棄物等

の処理費用の支出に備えるため、

期末においてその金額を合理的に

見積ることができる処理費用につ

いては、翌連結会計年度以降に発

生が見込まれる金額を引当計上し

ています。 

 ④ 環境安全対策引当金 

同左 

  (ニ)重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理していま

す。なお、在外子会社等の資産及び

負債は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めています。 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

同左 

  (ホ)重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっています。 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっていま

す。ただし、為替予約等が付され

ている外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っていま

す。 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっていま

す。ただし、為替予約等が付され

ている外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っていま

す。 

また、金利スワップについて

は、特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用して

おります。 

   ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引   外貨建金銭債権債務等

      

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建金銭債権債務等 

金利スワップ 借入金の利息 

     

   ③ ヘッジ方針 

   当社及び一部の連結子会社は通

常業務を遂行する上で為替リスク

にさらされており、このリスクを

ヘッジする手段としてのデリバテ

ィブ取引を行っています。投機目

的のデリバティブ取引は行わない

方針であります。 

 ③ ヘッジ方針 

   当社及び一部の連結子会社は通

常業務を遂行する上で為替リスク

にさらされており、このリスクを

ヘッジする手段としてのデリバテ

ィブ取引を行っています。 

また、一部の連結子会社は借入

金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行ってお

ります。 

投機目的のデリバティブ取引は

行わない方針であります。 



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   ④ ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨

種別、期日、金額等の重要な条件
が同一であり、高い相関関係があ
ると考えられるため、有効性の判
定を省略しています。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
   為替予約については、ヘッジ対
象とヘッジ手段の通貨種別、期
日、金額等の重要な条件が同一で
あり、高い相関関係があると考え
られるため、有効性の判定を省略
しています。 
また、金利スワップは特例処理
の要件を満たしており、有効性の
評価を省略しております。 

  (ト)収益及び費用の計上基準
  当社は、電気設備請負工事の収益
計上基準については、原則として工
事完成基準によっていますが、長
期・大型工事(工期１年超かつ請負
金額10億円以上)については工事進
行基準によっています。 

(ト)収益及び費用の計上基準 
  当社は、電気設備請負工事の収益
計上基準については、原則として工
事完成基準によっていますが、長
期・大型工事(工期１年超かつ請負
金額３億円以上)については工事進
行基準によっています。 

  ――― (会計方針の変更)
  当連結会計年度より工事進行基準
を適用する長期大型工事の対象を、
従来の工期1年超かつ請負金額10億円
以上から、工期1年超かつ請負金額3
億円以上に変更しています。 
この変更は、最近の重電機業界の
受注環境において電気設備請負工事
が小型化し、かつ今後もこの傾向が
継続すると認められることから、よ
り期間損益計算の適正を図るため行
ったものです。 
この結果、従来の方法によった場
合に比べ、売上高は2,131百万円増加
し、営業利益、経常利益及び税金等
調整前当期純利益は398百万円増加し
ています。 
なお、セグメント情報に与える影
響は、セグメント情報の脚注「会計
処理基準の変更」に記載していま
す。 

  (チ)その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

(チ)その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

   ① 消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっています。 

① 消費税等の会計処理 
同左 

   ② 連結納税制度の適用
   当連結会計年度から連結納税制

度を適用しています。 

② 連結納税制度の適用 
連結納税制度を適用していま
す。 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用して
います。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関
する事項 

 連結調整勘定の償却については、金
額に重要性がないので発生時に一括し
て償却しています。 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

 利益処分または損失処理の取扱い方
法は、連結会計年度中に確定した利益
処分または損失処理に基づいていま
す。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなります。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計

基準適用指針第6号)を適用しています。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

＜連結キャッシュ・フロー計算書＞ 

 ①前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フ

ローに区分表示していた「投資有価証券の取得による支

出」(当連結会計年度△1百万円)は、金額の重要性が無

くなったため「その他」に含めて表示しています。 

 ②前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フ

ローに区分表示していた「長期貸付金の回収等による収

入」(当連結会計年度7百万円)は、金額の重要性が無く

なったため「その他」に含めて表示しています。 

<連結貸借対照表> 

前連結会計年度まで投資その他の資産に区分表示して

いた「繰延税金資産」（当連結会計年度747百万円）

は、金額の重要性が無くなったため「その他」に含めて

表示しています。 

<連結損益計算書> 

前連結会計年度まで営業外費用に区分表示していた

「休止固定資産償却費」（当連結会計年度29百万円）

は、金額の重要性が無くなったため「その他」に含めて

表示しています。 

  

＜連結キャッシュ・フロー計算書＞ 

①前連結会計年度において区分表示していた営業活動

によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損」

（当連結会計年度 7百万円）は、金額に重要性がなくな

ったため「その他」に含めて表示しています。 

②前連結会計年度において区分表示していた投資活動

によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却によ

る収入」（当連結会計年度 0百万円）は、金額に重要性

がなくなったため「その他」に含めて表示しています。 

③前連結会計年度において財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めていた「長期借入金の返

済による支出」（前連結会計年度 △2百万円）は、金額

の重要性が増したため区分表示しています。 

④前連結会計年度において財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めていた「少数株主への配

当金の支払額」（前連結会計年度 △62百万円）は、金

額の重要性が増したため区分表示しています。 

⑤前連結会計年度において区分表示していた財務活動

によるキャッシュ・フローの「少数株主からの払込によ

る収入」（当連結会計年度 8百万円）は、金額に重要性

がなくなったため「その他」に含めて表示しています。 



(追加情報) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(法人事業税の外形標準課税導入) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

9号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割145

百万円については、販売費及び一般管理費に計上してい

ます。 

(役員退職慰労引当金) 

 当社は従来、役員に対する退職金支給に充てるため、

内規に基づく退職慰労金の連結会計年度末要支給額を計

上していましたが、平成17年5月12日開催の取締役会に

おいて、役員退職慰労金制度の廃止を決議するととも

に、平成17年6月28日開催の定時株主総会において、役

員の退任時に退職慰労金制度廃止日（当該総会終結時）

までの在任期間に応じた退職慰労金を支給することを決

議しました。これに伴い、一部の連結子会社でも役員退

職慰労金制度を廃止し、当該総会までの期間に対応する

役員退職慰労金相当額158百万円(当社 152百万円、連結

子会社 6百万円)を「固定負債」の「その他」(長期未払

金)として計上しています。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券のうち株式 16百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券のうち株式 16百万円

――― ※２ 担保に供している資産 

   投資有価証券(国債)は、宅地建物取引業法に基づ

く営業保証金として法務局に供託しています。 

投資有価証券 9百万円

 ３ 偶発債務(保証債務) 

   金融機関借入金に対する保証 

   当社を含め７社による連帯保証(表示金額は全額) 

㈱京都環境保全公社 784百万円

 ３ 偶発債務(保証債務) 

   金融機関借入金に対する保証 

   当社を含め７社による連帯保証(表示金額は全額) 

㈱京都環境保全公社 679百万円

――― ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 57百万円

受取手形裏書譲渡高 137百万円

※５ 休止固定資産 

建物 592百万円

※５ 休止固定資産 

建物 517百万円

※６ 発行済株式総数 

普通株式 107,832,445株

※６ 発行済株式総数 

普通株式 107,832,445株

※７ 自己株式の保有数 

普通株式 1,038,425株

※７ 自己株式の保有数 

普通株式 1,038,616株

※８ 当社は総額50億円のコミットメントライン契約

(シンジケーション方式)を主要取引金融機関6社と

締結しております。この契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高等は次のとおりです。 

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,000百万円

※８ 当社は総額30億円のコミットメントライン契約

(シンジケーション方式)を主要取引金融機関6社と

締結しております。この契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高等は次のとおりです。 

貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 3,000百万円



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

  3,344百万円

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

  3,862百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額 

従業員給料手当賞与 5,183百万円

研究開発費 1,802百万円

運送費 1,156百万円

販売手数料 913百万円

退職給付費用 455百万円

役員退職慰労引当金繰入額 52百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額 

従業員給料手当賞与 5,453百万円

研究開発費 2,174百万円

運送費 1,272百万円

販売手数料 1,031百万円

退職給付費用 405百万円

役員退職慰労引当金繰入額 65百万円

※３ 固定資産廃却損の内容 

工具器具及び備品 30百万円

機械装置及び運搬具 21百万円

無形固定資産 5百万円

建物及び構築物 2百万円

合計 59百万円

※３ 固定資産廃却損の内容 

工具器具及び備品 49百万円

機械装置及び運搬具 44百万円

建物及び構築物 36百万円

無形固定資産 1百万円

合計 131百万円

※４ 固定資産廃却損の内容 

建物及び構築物 280百万円

機械装置及び運搬具 55百万円

工具器具及び備品 0百万円

合計 337百万円

――― 

※５ 子会社事業整理損は、不採算子会社の整理による

ものであり、内容は次のとおりです。 

棚卸資産廃却損 100百万円

リース解約による損失額 12百万円

その他 25百万円

合計 138百万円

――― 



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 9,889百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △500百万円

現金及び現金同等物 9,389百万円

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,005百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △253百万円

現金及び現金同等物 9,752百万円

    

２ 重要な非資金取引の内容 

  該当事項はありません。 

２ 重要な非資金取引の内容 

  該当事項はありません。 

    

３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに日本アイ・ティ・エフ㈱を

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得価額と取得による収入(純額)との関

係は次のとおりであります。 

流動資産 393百万円

固定資産 713百万円

連結調整勘定 4百万円

流動負債 △546百万円

固定負債 △52百万円

少数株主持分 △248百万円

持分法適用後の日本アイ・ 
ティ・エフ株式の帳簿価額 

△228百万円

同社株式の当期取得価額 35百万円

同社の現金及び現金同等物 △55百万円

差引：同社取得による収入(純額) 20百万円

  



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定してい

ます。 

  
建物及び
構築物 
(百万円) 

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円) 

工具器具
及び備品
(百万円)

無形 
固定資産 
(百万円) 

合計
  

(百万円)

取得価 
額相当 
額 

10 125 198 24 359

減価償 
却累計 
額相当 
額 

9 22 135 8 176

期末残 
高相当 
額 

0 102 63 15 182

同左 

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

工具器具
及び備品
(百万円)

無形 
固定資産 
(百万円) 

合計 
  

(百万円) 

取得価
額相当
額 

125 141 3 269 

減価償
却累計
額相当
額 

37 58 1 96 

期末残
高相当
額 

88 82 1 172 

    

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しています。 

１年内 65百万円

１年超 116百万円

合計 182百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

同左 

１年内 43百万円

１年超 129百万円

合計 172百万円

    

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 53百万円

減価償却費相当額 53百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 82百万円

減価償却費相当額 73百万円

固定資産廃却損相当額 9百万円

    

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

(前連結会計年度) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損211

百万円を計上しています。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30～

50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成17年３月31日) 

  

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損34百万円を計上しています。 

  

区分 
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

 

株式 1,315 3,020 1,705

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

 

株式 143 142 △1

合計 1,459 3,163 1,703

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

1,354 1,000 ― 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 16 

その他有価証券(店頭株式を除く非上場株式) 259 

合計 276 



(当連結会計年度) 

１ 満期保有目的の債権で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。 

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

売却損益の合計額に金額の重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

  

４ 時価評価されていない主な有価証券(平成18年３月31日) 

  

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損7百万円を計上しています。 

  

５ 満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成18年３月31日)  

  

  

区分 
連結貸借対照表計上額

 (百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超え
ないもの 

 

国債 9 9 △0

区分 
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

 

株式 2,620 7,707 5,086

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

 

株式 125 112 △13

合計 2,745 7,819 5,073

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

子会社株式及び関連会社株式 16 

その他有価証券 262 

合計 279 

  ５年超10年以内(百万円) 

国債 9 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容 

  提出会社及び一部の連結子会社において、為替予約

取引を利用しています。 

(1) 取引の内容 

提出会社及び一部の連結子会社において、為替予約

取引を利用しています。 

また、一部の連結子会社において、金利スワップを

利用しています。 

(2) 取引に対する取組方針 

  外貨建債権債務及び成約高の範囲内で為替予約取引

を利用することとしており、投機目的のためのデリバ

ティブ取引は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針・利用目的 

  為替予約取引は外貨建債権債務及び成約高の範囲内

で、外貨建債権債務に係る為替相場の変動リスクを回

避する目的で利用しています。金利スワップは実需に

基づくものであり、金利の変動リスク回避のためのヘ

ッジ目的のみに利用しています。投機目的のためのデ

リバティブ取引は行わない方針であります。 

  なお、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘ

ッジ有効性の評価方法等については、「連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項」に記載していま

す。 

(3) 取引の利用目的 

  外貨建債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避

する目的で為替予約取引を利用しています。 

  なお、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘ

ッジ有効性の評価方法等については、「連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項」に記載していま

す。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有

しています。デリバティブ取引の契約先はいずれも信

用度の高い銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクはほとんどないと判断していま

す。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

  為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有

しており、金利スワップは、市場金利の変動によるリ

スクを有しています。デリバティブ取引の契約先はい

ずれも信用度の高い銀行であるため、相手先の契約不

履行によるいわゆる信用リスクはほとんどないと判断

しています。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決済担当者の承認を得て行なっております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決済担当者の承認を得て行なっております。 



２ 取引の時価等に関する事項 

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

(注)1 時価の算定方法 

 先物為替相場によっています。 

   2 ヘッジ会計が適用されるものについては、開示の対象から除いています。 

  

金利関連 

ヘッジ会計が適用されるものについては、記載対象から除いています。 

  

  

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

ヘッジ会計が適用されるものについては、記載対象から除いています。 

  

次へ 

種類 
契約額等
(百万円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の取引   

為替予約取引   

売建 96 36 98 △1

買建 165 ― 157 △8

合計 ― ― ― △9



(退職給付関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び国内連結子会社は、退職一時金制度及び確

定給付企業年金を採用しています。また、当社におい

て退職給付信託を設定しています。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び国内連結子会社は、退職一時金制度及び確

定給付企業年金を採用しています。また、従業員の退

職等に際して、割増退職金を支払う場合があります。

また、当社において退職給付信託を設定しています。 

  なお、当社は、平成18年4月1日付けで退職一時金制

度から確定拠出年金制度へ一部移行しました。また、

同日付で退職一時金制度にポイント制退職金制度を導

入しています。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

(注)＊投資その他の資産の「その他」に含めています。 

① 退職給付債務 25,677百万円

② 年金資産 13,072百万円

③ 未積立退職給付債務(①－②) 12,604百万円

④ 未認識過去勤務債務 
  (債務の減額) 

1,011百万円

⑤ 未認識数理計算上の差異 △8,363百万円

⑥ 計(③＋④＋⑤) 5,252百万円

⑦ 前払年金費用＊ 1,052百万円

⑧ 退職給付引当金(⑥＋⑦) 6,305百万円

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

(注) 

退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に 

伴う影響額は次の通りです。 

また、確定拠出年金制度への資産移換額は2,784百 

万円であり、８年間で移換する予定です。 

＊投資その他の資産の「その他」に含めています。 

① 退職給付債務 26,069百万円

② 年金資産 17,964百万円

③ 未積立退職給付債務(①－②) 8,105百万円

④ 未認識過去勤務債務
  (債務の減額) 

204百万円

⑤ 未認識数理計算上の差異 △3,009百万円

⑥ 計(③＋④＋⑤) 5,300百万円

⑦ 前払年金費用＊ 264百万円

⑧ 退職給付引当金(⑥＋⑦) 5,565百万円

退職給付債務の減少 2,978百万円

制度終了に伴う拠出額 

未認識数理計算上の差異 

△2,784百万円

△859百万円

未認識過去勤務債務 △14百万円

退職給付引当金の増加 △679百万円

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 809百万円

② 利息費用 644百万円

③ 期待運用収益 △281百万円

④ 過去勤務債務当期認識額 
  (費用の戻入) 

△575百万円

⑤ 数理計算上の差異当期認識額 729百万円

⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 

1,325百万円

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 852百万円

② 利息費用 641百万円

③ 期待運用収益 △293百万円

④ 過去勤務債務当期認識額
  (費用の戻入) 

△569百万円

⑤ 数理計算上の差異当期認識額 700百万円

⑥ 割増退職金支払額 27百万円

⑦ 退職給付費用
  （①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 

1,360百万円

⑧ 確定拠出年金制度への
移行に伴う損失 

679百万円

計（⑦＋⑧) 2,040百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

    発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を計上しています。 

    発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしています。 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

② 割引率 2.5％ 

③ 期待運用収益率 2.5％ 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ３年 定額法 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 15年 定額法 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

  

同左 

① 退職給付見込額の期間配分方法 同左 

② 割引率 同左 

③ 期待運用収益率 同左 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 同左 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 同左 



(税効果会計関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

  退職給付引当金損金 

  算入限度超過額 
2,302百万円

  未払賞与損金不算入額 823百万円

  たな卸資産評価損否認 495百万円

  繰越欠損金 1,265百万円

  追加原価否認 413百万円

  減価償却費限度超過額 427百万円

  研究開発費否認 226百万円

  関連会社投資損失否認 691百万円

  未払事業税否認 176百万円

  未実現損益 462百万円

  環境安全対策引当金 892百万円

  その他 1,106百万円

繰延税金資産小計 9,284百万円

評価性引当額 △4,429百万円

繰延税金資産合計 4,855百万円

   

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 698百万円

  固定資産圧縮積立金 280百万円

  特別償却準備金 19百万円

  その他 150百万円

繰延税金負債合計 1,148百万円

繰延税金資産の純額 3,706百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

  退職給付引当金損金 

  算入限度超過額 
2,596百万円

  未払賞与損金不算入額 785百万円

  たな卸資産評価損否認 510百万円

  繰越欠損金 765百万円

  追加原価否認 405百万円

  減価償却費限度超過額 507百万円

  研究開発費否認 186百万円

  関連会社投資損失否認 691百万円

  未払事業税否認 112百万円

  未実現損益 334百万円

  環境安全対策引当金 892百万円

  その他 855百万円

繰延税金資産小計 8,645百万円

評価性引当額 △3,510百万円

繰延税金資産合計 5,134百万円

   

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 2,080百万円

  固定資産圧縮積立金 277百万円

  特別償却準備金 11百万円

  その他 67百万円

繰延税金負債合計 2,436百万円

繰延税金資産の純額 2,697百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しています。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

    

 法定実効税率 41.0％

(調整)  

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

2.5％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目 

△11.4％

住民税均等割 1.9％

評価性引当額の減少 △13.6％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.6％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

  

当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

(注) １ 事業は、製品の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮して区分しています。 
２ 各事業区分に属する主要な製品・サービスは、第１ 企業の概況 ３ 事業の内容に記載しています。 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度1,262百万円、当連結会計年
度1,558百万円であり、その主なものは、親会社の一般管理費で処理した研究開発費、役員報酬等です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度10,132百万円、当連結会計年度13,383百万
円であり、その主なものは、親会社での預金、投資有価証券及び研究部門に係る資産等です。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 
６ 会計処理基準の変更 
  (工事進行基準) 
  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から工事進
行基準を適用する長期大型工事の対象を変更しています。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の売上高は電力機器事業で2,131百万円増加し、営業利益
は398百万円増加しています。 

  
電力機器事業 

  
(百万円) 

ビーム・真空
応用装置事業 
(百万円) 

計
  

(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

55,306 26,703 82,010 ― 82,010

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

257 0 257 (257) ―

計 55,564 26,703 82,267 (257) 82,010

営業費用 52,785 21,412 74,197 1,004 75,202

営業利益 2,778 5,291 8,069 (1,262) 6,807

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

    

資産 52,691 23,371 76,062 10,083 86,146

減価償却費 1,200 438 1,638 77 1,716

資本的支出 1,654 501 2,156 102 2,258

  
電力機器事業 

  
(百万円) 

ビーム・真空
応用装置事業 
(百万円) 

計
  

(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

59,556 24,555 84,112 ― 84,112

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

388 24 412 (412) ―

計 59,944 24,579 84,524 (412) 84,112

営業費用 56,881 21,827 78,708 1,145 79,854

営業利益 3,063 2,752 5,815 (1,557) 4,257

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

    

資産 55,792 29,133 84,926 13,233 98,159

減価償却費 1,275 671 1,947 94 2,042

資本的支出 2,651 2,821 5,473 69 5,542



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

  

当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度1,262百万円、当連結会計年

度1,558百万円であり、その主なものは、親会社の一般管理費で処理した研究開発費、役員報酬等です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度10,132百万円、当連結会計年度13,383百万

円であり、その主なものは、親会社での預金、投資有価証券及び研究部門に係る資産等です。 

５ 会計処理基準の変更 

  (工事進行基準) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から工事進

行基準を適用する長期大型工事の対象を変更しています。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の売上高は日本で2,131百万円増加し、営業利益は398百万

円増加しています。 

  

  
日本
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他
  

(百万円) 

計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

72,174 9,755 80 82,010 ― 82,010

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

2,544 1,241 37 3,822 (3,822) ―

計 74,719 10,996 117 85,833 (3,822) 82,010

営業費用 68,534 9,139 116 77,791 (2,588) 75,202

営業利益 6,184 1,856 0 8,042 (1,234) 6,807

Ⅱ 資産 69,268 12,435 341 82,045 4,100 86,146

  
日本
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他
  

(百万円) 

計
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

71,375 12,484 252 84,112 ― 84,112

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

2,782 1,242 68 4,093 (4,093) ―

計 74,157 13,726 321 88,205 (4,093) 84,112

営業費用 70,510 11,503 301 82,316 (2,462) 79,854

営業利益 3,646 2,222 19 5,888 (1,630) 4,257

Ⅱ 資産 73,731 17,466 366 91,564 6,595 98,159

アジア 中国、台湾、タイ 

その他 米国等 



【海外売上高】 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 21,398 375 21,774

Ⅱ 連結売上高(百万円) 82,010

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

26.09 0.46 26.55

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,019 476 20,495

Ⅱ 連結売上高(百万円) 84,112

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

23.80 0.57 24.37

アジア 中国、台湾、韓国 

その他 米国等 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

子会社等 

  

(注) 賃借料の支払いについては、近隣の取引実勢に基づいて、３年に一度交渉の上賃借料金額を決定しています。上記金額には

消費税等は含みません。なお、日本アイ・ティ・エフ株式会社は、株式の追加取得により、平成17年3月31日より連結子会社

としております。 

  

当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被所有)
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 科目 

期末残高
(百万円)役員の

兼任等 
事業上
の関係 

関連会社 
(当該関連会
社の子会社を
含みます。) 

日本アイ・
ティ・エフ
株式会社 

京都市
南区 310 

薄膜コーテ
ィングサー
ビス 

所有
直接 51.00 

兼任２名
出向１名

当社から土
地・建物・
機械装置を
賃借してい
ます。 

土地・
建物・
機械装
置の賃
借 

64 設備 
貸与料 ―



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 381.28円 １株当たり純資産額 422.47円

１株当たり当期純利益 21.98円 １株当たり当期純利益 19.61円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

21.93円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

19.55円

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益       

当期純利益 (百万円) 2,403 2,143 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 56 51 

(うち利益処分による役員賞与金)   (56) (51)

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 2,346 2,092 

普通株式の期中平均株式数 (株) 106,750,181 106,724,201 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益       

普通株式増加数 (株) 246,348 342,613 

(うち新株予約権)   (246,348) (342,613)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

平成12年６月29日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(自己株式譲渡方式) 

  

平成16年６月25日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(新株予約権) 

普通株式 47,000株

普通株式 311,000株

  

  

  

――― 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除きます。)の連結決算日後５年以内における１年毎の返済予定額は以下のとお

りです。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 4,612 7,978 1.82 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 ― 672 0.58 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

366 756 0.70 平成20年～平成21年

合計 4,979 9,406 ― ― 

  
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 656 100 ― ―



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

  
第147期

(平成17年３月31日) 
第148期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     
Ⅰ 流動資産     
１ 現金及び預金  6,656 5,361  
２ 受取手形 ※３  2,063 1,523  
３ 売掛金 ※３  25,419 25,105  
４ 製品  2,259 2,825  
５ 仕掛品  4,687 4,652  
６ 材料  651 669  
７ 貯蔵品  35 39  
８ 前渡金 ※３  1,039 342  
９ 前払費用  304 243  
10 繰延税金資産  1,235 943  
11 関係会社短期貸付金  1,420 2,075  
12 未収入金 ※３  3,812 2,544  
13 その他  153 316  
14 貸倒引当金  △204 △10  

流動資産合計  49,536 68.2 46,633 63.9
Ⅱ 固定資産     
(1) 有形固定資産     
１ 建物 ※５ 16,306 16,569    
減価償却累計額 △11,290 5,015 △11,562 5,006  

２ 構築物 1,125 1,133    
減価償却累計額 △969 155 △984 148  

３ 機械及び装置 14,501 14,417    
減価償却累計額 △12,814 1,686 △12,921 1,496  

４ 車両及び運搬具 211 199    
減価償却累計額 △196 14 △187 12  

５ 工具器具及び備品 6,613 6,144    
減価償却累計額 △5,862 750 △5,477 667  

６ 土地  1,753 1,753  
７ 建設仮勘定  181 112  
(有形固定資産合計)  (9,558) (13.2) (9,197) (12.6)

(2) 無形固定資産     
１ 特許権  9 7  
２ 借地権  29 29  
３ ソフトウェア  792 995  
４ 電話加入権  38 38  
(無形固定資産合計)  (869) (1.2) (1,071) (1.5)

(3) 投資その他の資産        

１ 投資有価証券  3,397 8,057  
２ 関係会社株式  3,545 4,022  
３ 関係会社出資金  2,655 2,782  
４ 長期貸付金  104 1  
５ 従業員長期貸付金  8 4  
６ 破産更生債権  199 189  
７ 長期差入保証金  405 401  
８ 長期前払費用  21 33  
９ 繰延税金資産  1,207 ―  
10 前払年金費用  1,249 286  
11 その他  212 535  
12 貸倒引当金  △368 △255  
(投資その他の資産合計)  (12,638) (17.4) (16,059) (22.0)
固定資産合計  23,066 31.8 26,328 36.1
資産合計  72,603 100.0 72,961 100.0



  

  

  
第147期

(平成17年３月31日) 
第148期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形 ※３  1,063 1,371  

２ 買掛金 ※３  19,049 17,990  

３ 未払金  706 481  

４ 未払費用  3,560 3,146  

５ 未払法人税等  156 358  

６ 未払消費税等  85 302  

７ 前受金  3,714 2,701  

８ 預り金 ※３  959 869  

９ その他  96 45  

流動負債合計  29,391 40.5 27,268 37.4

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  100 100  

２ 退職給付引当金  5,952 5,146  

３ 役員退職慰労引当金  129 ―  

４ 環境安全対策引当金  2,200 2,200  

５ その他  ― 235  

固定負債合計  8,381 11.5 7,681 10.5

負債合計  37,772 52.0 34,950 47.9

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※１  10,252 14.1 10,252 14.1

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  6,633 6,633  

 ２ その他資本剰余金     

  1) 自己株式処分差益  2 ―  

資本剰余金計  6,636 9.1 6,633 9.1

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  2,075 2,075  

２ 任意積立金     

1) 特別償却準備金 24 17    

2) 固定資産圧縮積立金 413 410    

3) 別途積立金 13,056 13,493 13,056 13,484  

３ 当期未処分利益  1,560 2,834  

利益剰余金合計  17,129 23.6 18,394 25.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※４  999 1.4 2,988 4.1

Ⅴ 自己株式 ※６  △188 △0.2 △258 △0.4

資本合計  34,830 48.0 38,011 52.1

負債資本合計  72,603 100.0 72,961 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  

   
第147期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    69,491 100.0 57,633 100.0

Ⅱ 売上原価       

１ 製品期首たな卸高  1,951 2,259    

２ 当期製品製造原価 ※1,5 36,557 39,104    

３ 当期製品購入高 ※５ 23,707 9,920    

合計  62,216 51,284    

４ 他勘定振替高 ※２ 48 130    

５ 製品期末たな卸高  2,259 59,908 86.2 2,825 48,328 83.9

売上総利益    9,583 13.8 9,305 16.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１ 販売費 ※３ 6,005 6,058    

２ 一般管理費 ※1,4 3,417 9,422 13.6 3,845 9,904 17.1

営業損失  
  

―
160 

―
0.2 

598 
― 

1.0
― 営業利益  

Ⅳ 営業外収益 ※５      

１ 受取利息  51 28    

２ 有価証券利息  0 ―    

３ 受取配当金  2,022 1,539    

４ 設備貸与料  541 550    

５ 技術指導料  294 153    

６ その他  83 2,993 4.3 167 2,439 4.2

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息  39 11    

２ 設備貸与費用  254 235    

３ 固定資産廃却損 ※６ 51 64    

４ その他  189 534 0.8 143 454 0.8

経常利益    2,619 3.7 1,386 2.4

Ⅵ 特別利益       

１ 投資有価証券売却益  1,000 ―    

２ 特許権譲渡益 ※８ 940 ―    

３ 子会社清算益  162 11    

４ 営業権譲渡益 ※８ ― 2,102 3.0 500 511 0.9

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産廃却損 ※７ 337 ―    

２ 特別退職金  15 ―    

３ 子会社株式評価損  358 ―    
４ 環境安全対策引当金 
繰入額 

 2,200 ―    

５ 貸倒引当金繰入損  280 ―    

６ 投資有価証券評価損  237 ―    
７ 退職給付制度 
一部終了による損失 

 ― 3,430 4.9 679 679 1.2

税引前当期純利益    1,292 1.8 1,217 2.1
法人税、住民税 
及び事業税 

※５ △1,308 △172    

法人税等調整額  1,191 △117 △0.2 △225 △397 △0.7

当期純利益    1,409 2.0 1,615 2.8

前期繰越利益    150 1,224  

自己株式処分差損    ― 4  

当期未処分利益    1,560 2,834  
        



製造原価明細書 

  

(注) １ 製造原価の計算方法  個別実際原価計算 

２ ※１ 経費のうち主なもの 

  ※２ 他勘定振替高のうち主なもの 

  

  
第147期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費 24,189 64.5 25,422 63.7

Ⅱ 労務費 9,286 24.8 10,398 26.0

Ⅲ 経費 ※１ 3,993 10.7 4,106 10.3

当期総製造費用 37,469 100.0 39,927 100.0

仕掛品期首たな卸高 4,543 4,687  

合計 42,013 44,614  

他勘定振替高 ※２ 769 858  

仕掛品期末たな卸高 4,687 4,652  

当期製品製造原価 36,557 39,104  

     

第147期   第148期 

減価償却費 555百万円  減価償却費 524百万円

電力料 234百万円  修繕費 259百万円

旅費交通費・通信費 804百万円  旅費交通費・通信費 788百万円

第147期   第148期 

建設仮勘定へ 106百万円  建設仮勘定へ 84百万円

研究開発費へ 654百万円  研究開発費へ 774百万円



③ 【利益処分計算書】 

  
  

(注)  特別償却準備金及び固定資産圧縮積立金は、租税特別措置法に基づくものです。 

  

  

株主総会承認年月日 
第147期

(平成17年６月28日) 
第148期 

(平成18年６月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益 1,560 2,834

Ⅱ 任意積立金取崩額  

１ 特別償却準備金取崩額 6 7  

２ 固定資産圧縮積立金 
  取崩額 

2 9 4 11

Ⅲ 利益処分額  

１ 配当金 320 427  

２ 取締役賞与金 25 345 25 452

Ⅳ 次期繰越利益 1,224 2,394



重要な会計方針 

  

項目 
第147期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券(投資を含む。)

の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 …決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

 …移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

   子会社株式及び関連会社株式 

 …移動平均法による原価法 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 製品・仕掛品は個別法、材料・貯蔵

品は総平均法による原価法を採用して

います。 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  建物(建物附属設備を含む。)につ

いては定額法、建物以外の有形固定

資産については定率法を採用してい

ます。また、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっています。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しています。また、

耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってい

ます。 

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によってい

ます。 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  定額法を採用しています。また、

耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってい

ます。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してい

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

項目 
第147期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上してい

ます。 

  過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(３年)による按分額

を計上しています。 

  数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(15年)による按

分額をそれぞれ発生の翌年度から費

用処理することとしています。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

  (3) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職金支給に充てる

ため、内規に基づく退職慰労金の期

末要支給額を計上しています。 

――― 

  (4) 環境安全対策引当金 

  保管するPCB廃棄物等の処理費用

の支出に備えるため、期末において

その金額を合理的に見積ることがで

きる処理費用については、翌年度以

降に発生が見込まれる金額を引当計

上しています。 

(3) 環境安全対策引当金 

同左 

５ 外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しています。 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっています。

ただし、為替予約等が付されている

外貨建金銭債権債務等については、

振当処理を行っています。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引   外貨建金銭債権債務等

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  当社は通常業務を遂行する上で為

替リスクにさらされており、このリ

スクをヘッジする手段としてのデリ

バティブ取引を行っています。投機

目的のデリバティブ取引は行わない

方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨種

別、期日、金額等の重要な条件が同

一であり、高い相関関係があると考

えられるため、有効性の判定を省略

しています。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ 収益及び費用の計上基準  電気設備請負工事の収益の計上基準

については、原則として工事完成基準

によっていますが、長期・大型工事

(工期１年超かつ請負金額10億円以上)

については工事進行基準によっていま

す。 

 電気設備請負工事の収益の計上基準

については、原則として工事完成基準

によっていますが、長期・大型工事

(工期１年超かつ請負金額３億円以上)

については工事進行基準によっていま

す。 



  

  

重要な会計方針の変更 

  

  

項目 
第147期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ――― (会計方針の変更) 

  当事業年度より工事進行基準を適
用する長期大型工事の対象を、従来
の工期1年超かつ請負金額10億円以上
から、工期1年超かつ請負金額3億円
以上に変更しています。 
この変更は、最近の重電機業界の
受注環境において電気設備請負工事
が小型化し、かつ今後もこの傾向が
継続すると認められることから、よ
り期間損益計算の適正を図るため行
ったものです。 
この結果、従来の方法によった場
合に比べ、売上高は2,131百万円増加
し、営業損失は398百万円減少し、経
常利益及び税引前当期純利益は同額
増加しています。 

  

８ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっています。 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっています。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

  (2) 連結納税制度の適用 

  当事業年度から連結納税制度を適

用しています。 

(2) 連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用しています。 

第147期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準

適用指針第6号)を適用しています。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



表示方法の変更 

  

  

(追加情報) 

  

  

第147期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

＜貸借対照表＞ 

 前期まで投資その他の資産の「その他」に含めていた

「前払年金費用」(前期596百万円)は、当期より総資産

の100分の1を超えたため区分表示しています。 

＜貸借対照表＞ 

前期まで投資その他の資産に区分表示していた「繰延

税金資産」（当期342百万円）は、金額の重要性が無く

なったため「その他」に含めて表示しています。 

  

第147期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(法人事業税の外形標準課税導入) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

9号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当期から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に

従い法人事業税の付加価値割及び資本割100百万円につ

いては、販売費及び一般管理費に計上しています。 

（役員退職慰労引当金) 

当社は従来、役員に対する退職金支給に充てるため、内

規に基づく退職慰労金の期末要支給額を計上していまし

たが、平成17年5月12日開催の取締役会において、役員

退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、平成17年6

月28日開催の定時株主総会において、役員の退任時に退

職慰労金制度廃止日(当該総会終結時)までの在任期間に

応じた退職慰労金を支給することを決議しました。これ

に伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金

相当額152百万円を「固定負債」の「その他」（長期未

払金)として計上しています。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

第147期 
(平成17年３月31日) 

第148期
(平成18年３月31日) 

※１ 会社が発行する株式の総数 

   発行済株式総数 

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることとなっています。なお、

平成17年6月28日の定時株主総会において定款の変

更が行われ、会社が発行する株式の総数は

51,329,000株増加し、431,329,000株となりまし

た。 

普通株式 380,000,000株

普通株式 107,832,445株

※１ 会社が発行する株式の総数 

   発行済株式総数 

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることとなっています。 

普通株式 431,329,000株

普通株式 107,832,445株

 ２ 偶発債務(保証債務) 

   金融機関借入金等に対する保証 

  ＊当社を含め７社による連帯保証(表示金額は全額) 

㈱京都環境保全公社 ＊ 784百万円

日新電機タイ㈱ 608百万円

日亜電機股份有限公司 654百万円

北京北開日新電機高圧開関
設備有限公司 

340百万円

日新イオン機器㈱ 266百万円

合計 2,653百万円

 ２ 偶発債務(保証債務) 

   金融機関借入金等に対する保証 

  ＊当社を含め７社による連帯保証(表示金額は全額) 

㈱京都環境保全公社 ＊ 679百万円

日新電機タイ㈱ 752百万円

日亜電機股份有限公司 233百万円

北京北開日新電機高圧開関
設備有限公司 

158百万円

日新電機ベトナム有限公司 37百万円

合計 1,862百万円

※３ 関係会社に係る注記 

   区分表示されたもの以外で各科目に含まれる関係

会社に対するもの 

売掛金 2,388百万円

前渡金 941百万円

未収入金 3,275百万円

支払手形 5百万円

買掛金 9,953百万円

預り金 911百万円

※３ 関係会社に係る注記 

   区分表示されたもの以外で各科目に含まれる関係

会社に対するもの 

受取手形 148百万円

売掛金 2,527百万円

前渡金 264百万円

未収入金 2,276百万円

支払手形 1百万円

買掛金 8,562百万円

預り金 801百万円

※４ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が999百万

円増加しています。この金額は、商法施行規則第

124条第３号の規定により、配当に充当することが

制限されているものです。 

※４ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が2,988百

万円増加しています。この金額は、商法施行規則第

124条第３号の規定により、配当に充当することが

制限されているものです。 

※５ 休止固定資産 

建物 592百万円

※５ 休止固定資産 

建物 517百万円

※６ 自己株式の保有数 

普通株式 1,038,425株

※６ 自己株式の保有数 

普通株式 1,038,616株

※７ 当社は総額50億円のコミットメントライン契約

（シンジケーション方式）を主要取引金融機関6

社と締結しております。この契約に基づく当期末

の借入未実行残高等は次のとおりです。 

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,000百万円

７ 当社は総額30億円のコミットメントライン契約

（シンジケーション方式）を主要取引金融機関6

社と締結しております。この契約に基づく当期末

の借入未実行残高等は次のとおりです。 

貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 3,000百万円



(損益計算書関係) 

  

  

第147期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

2,373百万円

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

2,734百万円

※２ 他勘定振替高のうち主なもの 

建設仮勘定へ 48百万円

※２ 他勘定振替高のうち主なもの 

建設仮勘定へ 130百万円

※３ 販売費のうち主な費目 

(1) 販売手数料 707百万円

(2) 運送費 695百万円

(3) 給料手当賞与 2,127百万円

(4) 退職給付費用 214百万円

(5) 旅費交通費・通信費 467百万円

(6) 賃借料 460百万円

(7) 減価償却費 66百万円

※３ 販売費のうち主な費目 

(1) 販売手数料 748百万円

(2) 運送費 771百万円

(3) 給料手当賞与 2,237百万円

(4) 退職給付費用 203百万円

(5) 旅費交通費・通信費 430百万円

(6) 賃借料 496百万円

(7) 減価償却費 36百万円

※４ 一般管理費のうち主な費目 

(1) 研究開発費 1,025百万円

(2) 役員報酬 182百万円

(3) 給料手当賞与 1,021百万円

(4) 退職給付費用 103百万円

(5) 役員退職慰労引当金繰入額 37百万円

(6) 旅費交通費・通信費 103百万円

(7) 賃借料 114百万円

(8) 減価償却費 150百万円

※４ 一般管理費のうち主な費目 

(1) 研究開発費 1,203百万円

(2) 役員報酬 279百万円

(3) 給料手当賞与 954百万円

(4) 退職給付費用 86百万円

(5) 役員退職慰労引当金繰入額 57百万円

(6) 旅費交通費・通信費 111百万円

(7) 賃借料 126百万円

(8) 減価償却費 182百万円

※５ 関係会社に係る注記 

   これらの科目に含まれる関係会社に対するもの 

関係会社からの仕入高 5,267百万円

当期製品購入高 23,707百万円

受取配当金 1,979百万円

設備貸与料 526百万円

上記以外の営業外収益 365百万円

連結納税に係る法人税 1,836百万円

※５ 関係会社に係る注記 

   これらの科目に含まれる関係会社に対するもの 

関係会社からの仕入高 5,229百万円

当期製品購入高 9,920百万円

受取配当金 1,481百万円

設備貸与料 533百万円

上記以外の営業外収益 201百万円

連結納税に係る法人税 829百万円

※６ 固定資産廃却損の内容 

工具器具及び備品 28百万円

機械及び装置 17百万円

その他 5百万円

合計 51百万円

※６ 固定資産廃却損の内容 

工具器具及び備品 40百万円

機械及び装置 18百万円

その他 4百万円

合計 64百万円

※７ 固定資産廃却損の内容 

建物 280百万円

機械及び装置 55百万円

その他 0百万円

合計 337百万円

――― 

※８ 子会社への譲渡に係る特別利益です。 ※８ 子会社への譲渡に係る特別利益です。 



(リース取引関係) 

  

  

第147期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。 

  工具器具及び備品

取得価額相当額 51百万円

減価償却累計額相当額 35百万円

期末残高相当額 15百万円

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

同左 

工具器具及び備品 

取得価額相当額 74百万円

減価償却累計額相当額 9百万円

期末残高相当額 65百万円

    

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定していま

す。 

１年内 15百万円

１年超 ―百万円

合計 15百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

同左 

１年内 18百万円

１年超 46百万円

合計 65百万円

    

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 17百万円

減価償却費相当額 17百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 25百万円

減価償却費相当額 25百万円

    

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法によっています。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前事業年度、当事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

  

第147期 
(平成17年３月31日) 

第148期
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

  退職給付引当金損金 
  算入限度超過額 

1,990百万円

  未払賞与損金不算入額 573百万円

  関係会社株式等評価損等否認 691百万円

  役員退職慰労引当金否認 52百万円

  減価償却費限度超過額 260百万円

  研究開発費否認 100百万円

  繰越欠損金 1,118百万円

  追加原価否認 255百万円

  環境安全対策引当金 892百万円

  たな卸資産評価損否認 296百万円

  有価証券評価損否認 210百万円

  その他 869百万円

繰延税金資産小計 7,311百万円

評価性引当額 △3,828百万円

繰延税金資産合計 3,483百万円

   

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 694百万円

  固定資産圧縮積立金 280百万円

  特別償却準備金 11百万円

  その他 52百万円

繰延税金負債合計 1,039百万円

繰延税金資産の純額 2,443百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 退職給付引当金損金
  算入限度超過額 

2,387百万円

  未払賞与損金不算入額 533百万円

  関係会社株式等評価損等否認 691百万円

  役員退職慰労引当金否認 61百万円

  減価償却費限度超過額 306百万円

  研究開発費否認 100百万円

  繰越欠損金 672百万円

  追加原価否認 143百万円

  環境安全対策引当金 892百万円

  たな卸資産評価損否認 283百万円

  有価証券評価損否認 210百万円

  その他 554百万円

繰延税金資産小計 6,839百万円

評価性引当額 △3,152百万円

繰延税金資産合計 3,686百万円

   

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 2,076百万円

  固定資産圧縮積立金 277百万円

  特別償却準備金 7百万円

  その他 39百万円

繰延税金負債合計 2,400百万円

繰延税金資産の純額 1,286百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 41.0％

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

4.7％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△57.5％

住民税均等割 4.3％

評価性引当額の増加 11.2％

連結納税による税額の減少 △7.4％

その他 △5.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △9.1％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 41.0％

(調整)  

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

4.5％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目 

△32.7％

住民税均等割 4.1％

評価性引当額の増加 △44.0％

外国税額控除 △0.4％

その他 △5.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △32.6％



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

  

第147期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 325.91円 １株当たり純資産額 355.70円

１株当たり当期純利益 12.97円 １株当たり当期純利益 14.90円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

12.94円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

14.85円

  
第147期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益       

当期純利益 (百万円) 1,409 1,615 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 25 25 

(うち利益処分による役員賞与金)   (25) (25)

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,384 1,590 

普通株式の期中平均株式数 (株) 106,750,181 106,724,201 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益       

普通株式増加数 (株) 246,348 342,613 

(うち新株予約権)   (246,348) (342,613)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

平成12年６月29日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(自己株式譲渡方式) 

  

平成16年６月25日定時株

主総会決議ストックオプ

ション 

(新株予約権) 

普通株式 47,000株

普通株式 311,000株

  

  

  

――― 

  

  

  



(重要な後発事象) 

  

  

第147期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第148期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

イオン機器営業部門の営業譲渡 
当社は、半導体メーカー向けのイオン注入装置、液晶
メーカー向けのイオンドーピング装置などに関する事業
（以下「対象事業」という）の営業権を、当社100％出
資子会社の日新イオン機器株式会社に譲渡することを平
成17年５月12日開催の取締役会で決議し、平成17年６月
28日開催の第147期定時株主総会にて承認されました。 

――― 

（1）譲渡の理由 

対象事業の営業権を日新イオン機器株式会社に譲渡
することで、同社が当該事業を一貫して行い、経営
判断や業務遂行における独立性、機動性を高め、当
該事業のより一層の発展を図ることを目的としま
す。 

  

（2）営業譲渡先の概要（平成17年６月28日現在） 

① 商   号 日新イオン機器株式会社 

② 本店所在地 京都市南区久世殿城町 

575番地 

③ 代  表  者 代表取締役社長 辻 貞夫 
④ 資 本 金 1,500百万円

⑤ 株   主 日新電機株式会社（100%） 

⑥ 主な事業内容 半導体製造装置及び液晶パ
ネル製造装置の製造、据付
工事、調整、改造及び保
守・点検 

⑦ 設立年月日 平成５年２月22日 

  

（3）譲渡する営業の売上高及び売上総利益 
（第147期実績） 

① 年間売上高 22,090百万円 

  第147期売上高に占める割合31.8％ 

② 年間売上総利益 221百万円 

  第147期売上総利益に占める割合2.3% 

  

（4）譲渡する資産 
対象事業の営業権 
なお当社において当該営業権の帳簿価額はありませ
ん。 

  

（5）営業譲渡の日程 

平成17年５月12日 取締役会決議 

平成17年６月１日 営業譲渡契約締結 

平成17年６月28日 営業譲渡承認株主総会 

平成17年10月１日(予定) 営業譲渡日 

  

（6）譲渡価額 
500百万円 

  

（7）決済方法 
別途協議の上決定 

  



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

㈱ダイヘン 3,204,620 1,948 

住友信託銀行㈱ 1,035,466 1,410 

住友金属工業㈱ 1,382,064 697 

住友化学工業㈱ 660,234 632 

三井住友海上火災保険㈱ 359,308 575 

東海旅客鉄道㈱ 343 397 

東海ゴム工業㈱ 138,153 261 

日本写真印刷㈱ 55,000 243 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
プ 

134.52 242 

住友ゴム工業㈱ 140,229 215 

住友商事㈱ 101,321 169 

㈱ジーエス・ユアサ コーポレーショ
ン 

476,000 151 

関西国際空港㈱ 2,620 131 

亜力電機股份有限公司 5,697,736 112 

オーエスジー㈱ 41,580 104 

その他36銘柄 621,074.65 763 

計 13,915,883.17 8,057 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期の主な増加 

２ 当期の主な減少 

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却累 
計額(百万円)

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 16,306 275 12 16,569 11,562 282 5,006

 構築物 1,125 8 ― 1,133 984 15 148

 機械及び装置 14,501 115 200 14,417 12,921 273 1,496

 車両及び運搬具 211 ― 11 199 187 1 12

 工具器具及び備品 6,613 186 654 6,144 5,477 212 667

 土地 1,753 ― ― 1,753 ― ― 1,753

 建設仮勘定 181 517 586 112 ― ― 112

有形固定資産計 40,691 1,103 1,464 40,330 31,132 785 9,197

無形固定資産       

 特許権 14 ― ― 14 7 1 7

 借地権 29 ― ― 29 ― ― 29

 ソフトウェア 1,233 377 12 1,597 602 172 995

 電話加入権 38 ― ― 38 ― ― 38

無形固定資産計 1,316 377 12 1,680 609 174 1,071

長期前払費用 71 28 27 73 39 17 33

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

建物 本社工場２０ｋＶ受電設備の更新 59百万円

機械及び装置 プラズマ発生用高周波電源(3kW) 9百万円

工具器具及び備品 メール保存システム 8百万円

ソフトウェア 制度会計システム及び評価体系の構築 135百万円

機械及び装置 レドックスフロー電池設備       22百万円

工具器具及び備品 
  

日新コーポレートサービスへレンタル用
パソコン売却 

87百万円



【資本金等明細表】 

  

(注) ※１ 当期末における自己株式は1,038,616株です。 

※２ その他資本剰余金のうち自己株式処分差益の減少は、当期中にストックオプションが行使されたことによるもので

す。 

※３ 任意積立金減少は、すべて前期決算の利益処分によるものです。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) ※１ 当期減少額のその他は、洗替等によるものです。 

※２ 当期減少額のその他の欄は、「固定負債」の「その他」(長期未払金)への振替額です。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (百万円) 10,252 ― ― 10,252

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 ※１ (株) (107,832,445) （―) （―) (107,832,445)

普通株式 (百万円) 10,252   10,252

計 (株) (107,832,445) （―) （―) (107,832,445)

計 (百万円) 10,252 ― ― 10,252

資本準備金及び 
その他資本剰余金 

(資本準備金) 
株式払込剰余金 

(百万円) 6,612 ― ― 6,612

再評価積立金振替額 (百万円) 21 ― ― 21

(その他資本剰余金) 
自己株式処分差益 

※２ 
(百万円) 2 ― 2 ―

計 (百万円) 6,636 ― 2 6,633

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (百万円) 2,075 ― ― 2,075

(任意積立金) 
特別償却準備金※３ 

(百万円) 24 ― 6 17

固定資産圧縮積立金 
※３ 

(百万円) 413 ― 2 410

別途積立金 (百万円) 13,056 ― ― 13,056

計 (百万円) 15,569 ― 9 15,560

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 
※１ 

573 20 299 28 266 

役員退職慰労引当金 
※２ 

129 57 34 152 ― 

環境安全対策引当金 2,200 ― ― ― 2,200 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

② 受取手形 

相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

③ 売掛金 

相手先別内訳 

  

  

発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれています。 

区分 金額(百万円)

現金 5

預金  
当座預金 4,965

普通預金 273

定期預金 10
その他 107

計 5,356
合計 5,361

相手先 金額(百万円)

住友商事マシネックス関西㈱ 213
住友金属工業㈱ 170

テイカ㈱ 160

村田機械㈱ 153

日本アイ・ティ・エフ㈱ 148
その他 678

合計 1,523

期日 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月以降 合計 

金額(百万円) 433 173 257 394 243 21 1,523

相手先 金額(百万円)

パワーチップ セミコンダクタ コーポレーション 1,634
広島エルピーダメモリ㈱ 1,082

日新電機(無錫)有限公司 930

シャープ㈱ 820

東京電力㈱ 766
その他 19,870

合計 25,105

前期末売掛金残高 
(百万円) 
① 

当期発生高 
(百万円) 
② 

当期回収高
(百万円) 
③ 

当期末売掛金残高
(百万円) 
④ 

回収率(％)
③

×100
①＋②

滞留期間(日) 
(①＋④)÷２×365

② 

25,419 68,103 68,417 25,105 73.2 135.4



④ たな卸資産 

製品及び仕掛品 

  

  

材料 

  

  

貯蔵品 

  

  

⑤ 関係会社株式 

  

  

区分 
配電盤類 
(百万円) 

制御機器類 
(百万円) 

遮断器類
(百万円) 

変成器類
(百万円) 

コンデンサ類
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

製品 1,122 272 571 433 119 306 2,825

仕掛品 1,240 430 1,167 1,110 368 334 4,652

区分 鉄鋼類 伸銅品 アルミ類 電線類 碍子 その他 合計 

金額(百万円) 23 39 25 41 32 506 669

区分 消耗工具 補助材料 その他 合計 

金額(百万円) 4 33 1 39

銘柄 金額(百万円)

(子会社株式)  
日新イオン機器株式会社  1,500

日亜電機股份有限公司   544

株式会社エコトロン 497

株式会社ＮＨＶコーポレーション 300

日新受配電システム株式会社 300

日新テクノス株式会社 260

日本アイ・ティ・エフ株式会社 174

日新電機タイ株式会社 153

日新電機商事株式会社 100

日新電機米国会社 87

株式会社日新システムズ 30

株式会社日新コーポレートサービス 20

株式会社システム設計 12

日新エキスパート株式会社 10

株式会社日新ビジネスプロモート 10

日新アクアシステム株式会社 9

その他 0

(関連会社株式)  

株式会社オーランド 10

日新電機タイ販売会社 4
その他 0

合計 4,022



⑥ 支払手形 

相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

⑦ 買掛金 

相手先別内訳 

  

  

⑧ 前受金 

  

  

⑨ 退職給付引当金 

  

  

相手先 金額(百万円)

日本碍子㈱ 158
富沢鉄工㈱ 86

㈱光アルファクス 72

神港精機㈱ 65

㈱進栄  49
その他 939

合計 1,371

期日 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月以降 合計 

金額(百万円) 127 556 250 346 40 49 1,371

相手先 金額(百万円)

日新イオン機器㈱ 6,458
日新受配電システム㈱ 798

竹菱電機㈱ 414

㈱ＮＨＶコーポレーション  404

日新テクノス㈱ 236
その他 9,676

合計 17,990

業種 電力業 官公庁 商業 電機・機械製造 その他 合計 

金額(百万円) 43 1,593 90 249 722 2,701

区分 金額(百万円)

退職給付債務 23,396
未認識過去勤務債務(債務の減額) 152

未認識数理計算上の差異 △2,126

年金資産 △16,562
前払年金費用への振替額 286

合計 5,146



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注)  平成18年６月28日開催の定時株主総会にて定款の一部変更が行われ、会社の公告方法は次のとおりとなりました。 

当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他のやむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合

は、京都市において発行する京都新聞並びに東京都及び大阪市において発行する日本経済新聞に掲載して公告する。 

 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 

http:// nissin. jp 

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 
10,000株券 1,000株券 500株券 100株券 100株未満はその株数の表示株券 
ただし、単元未満株式の数を表示した株券は、株券の喪失、汚損または毀損ならびに
満欄による再発行の場合を除き発行しません。 

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 株券１枚につき300円 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 京都市において発行する京都新聞・東京都及び大阪市において発行する日本経済新聞 

株主に対する特典 ありません。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。 

  

  

  

(1)  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第147期) 

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
平成17年６月28日 
関東財務局長に提出 

  
(2)  

  
自己株券買付状況 
報告書 

      

  
平成17年４月１日 
平成17年５月９日 
平成17年６月１日 
平成17年７月１日 
平成17年８月１日 
平成17年９月１日 
平成17年10月３日 
平成17年11月１日 
平成17年12月２日 
平成18年１月５日 
平成18年２月１日 
平成18年３月１日 
平成18年４月３日 
平成18年５月８日 
平成18年６月１日 
関東財務局長に提出 

(3) 半期報告書 (第148期中) 
  

自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

  
  
平成17年12月16日 
関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書 

  
証券取引法第２４条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令
第１９条第２項第１２号(提出会社の
財政状況及び経営成績に著しい影響
を与える事項)及び第１９号(連結会
社の財政状況及び経営成績に著しい
影響を与える事項)の規定に基づく臨
時報告書(環境安全対策に係る特別損
失の発生) 

  
平成17年４月７日 
関東財務局長に提出 

(5) 臨時報告書 

  
証券取引法第２４条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令
第１９条第２項第８号(営業の譲渡)
の規定に基づく臨時報告書(イオン機
器営業部門の営業譲渡) 

  
平成17年５月12日 
関東財務局長に提出 

(6) 
臨時報告書の 
訂正報告書 

  
平成17年５月12日提出の臨時報告書
の訂正報告書(未確定事項の確定によ
る訂正) 

  
平成17年６月２日 
関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月28日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電

機株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

新電機株式会社及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  砂  畑  昌  宏  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月28日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電機株式会社の

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金

計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日新電機株式会

社及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４.（ト）に記載されているとおり、会社は工事進行基準を適用する長期大型工事

の範囲を変更した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  砂  畑  昌  宏  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月28日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電

機株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第147期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日新電

機株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年5月12日開催の取締役会決議に従い、平成17年6月1日に日新

イオン機器株式会社と営業譲渡契約を締結した。当該営業譲渡契約は、平成17年6月28日開催の定時株主総会において承

認を受けた。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  砂  畑  昌  宏  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月28日

日新電機株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日新電機株式会社の

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第148期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日新電機株式会社の

平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

追記情報 

重要な会計方針７.に記載されているとおり、会社は工事進行基準を適用する長期大型工事の範囲を変更した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 
  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  砂  畑  昌  宏  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して

おります。 
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